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お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

徳
川
美
術
館
に
は
、
尾
張
徳
川
家（
以
下
、「
尾
張
家
」
と
略
称
す
る
。）二
代
光
友
の
正

室
千
代
姫
の
国
宝
「
初
音
の
調
度
」
を
は
じ
め
、
尾
張
家
九
代
宗む

ね

睦ち
か

の
正
室
好た

か

君ぎ
み

と
十

一
代
斉な

り

温は
る

の
継
室
福さ

ち

君ぎ
み

の
「
菊
折
枝
蒔
絵
調
度
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
婚
礼
調
度
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
家
紋
を
散
ら
し
、
統
一
し
た
意
匠
の
蒔
絵
を
施
し
た
豪
華
な
調
度
品
は

「
大
名
婚
礼
調
度
」
と
呼
ば
れ
、
婚
礼
道
具
を
代
表
す
る
中
心
的
な
道
具
と
い
え
る
。

し
か
し
、
婚
礼
の
際
に
は
こ
の
ほ
か
地
塗
や
意
匠
な
ど
の
仕
様
が
異
な
る
蒔
絵
の
調
度

や
実
用
的
な
漆
器
類
を
は
じ
め
、
歌
書
や
掛
軸
・
屛
風
な
ど
の
書
画
類
、
衣
服
や
寝
具

な
ど
の
染
織
品
、
陶
磁
器
の
飲
食
器
な
ど
、
新
婦
の
生
活
に
必
要
な
多
種
多
様
な
道
具

が
取
り
揃
え
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
尾
張
家
に
伝
存
し
た
史
料
は
、

所
用
者
の
歿
後
に
遺
品
目
録
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
、
婚
礼
当
初
に
ど
の

よ
う
な
器
物
が
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
で
用
意
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
全
容
を
把
握
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

一
方
、
江
戸
時
代
に
尾
張
家
と
深
い
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
近
衛
家
は
、
京
都
の
有
力

な
公
家
で
あ
り
、
伝
来
の
品
々
や
文
書
類
を
所
蔵
す
る
公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫
に

は
、
両
家
の
婚
姻
に
か
か
わ
る
文
書
・
記
録
類
が
き
め
細
か
く
分
類
さ
れ
、
保
存
さ
れ

て
い
る
。
文
化
五
年（
一
八
〇
八
）に
近
衛
基も

と

前さ
き（

一
七
八
三
～
一
八
二
〇
）に
嫁
い
だ
尾
張

家
九
代
宗む

ね

睦ち
か

養
女
維つ

な

君ぎ
み

（
維い

学が
く

心し
ん

院い
ん　

一
七
八
五
～
一
八
四
七
）の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
縁

組
か
ら
婚
姻
に
至
る
ま
で
両
家
で
交
わ
さ
れ
た
書
状
や
婚
礼
道
具
の
記
録
が
大
量
に
遺

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
維
学
心
院
様　

御
婚
礼
御
道
具
帳
写
」（
以
下
、「
本
史
料
」

（
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二

と
略
称
す
る
。）に
は
、
維
君
が
尾
張
家
か
ら
持
参
し
た
婚
礼
調
度
の
意
匠
や
仕
様
が
、

附
属
品
・
収
納
箱
と
と
も
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
平
常
の
実
用
的
な
道
具
も
記
載

さ
れ
て
お
り
、
尾
張
家
が
他
家
へ
嫁
ぐ
娘
の
た
め
に
用
意
し
た
婚
礼
道
具
の
全
容
を
窺

う
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
本
史
料
は
す
で
に
小
池
富
雄
氏
に
よ
っ

て
一
部
が
翻
刻
さ
れ
、
記
載
さ
れ
た
道
具
の
う
ち
一
部
が
徳
川
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る

牡
丹
唐
草
蒔
絵
の
乗
物 
一
挺（
図
1
）・
挟
箱 

二
個
一
対
・
茶
弁
当 

一
荷
・
日
傘 

一

本
・
雨
傘 

二
本
の
五
件
七
点
と
一
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
現
存
作
品

と
照
合
で
き
る
点
で
も
意
義
深
い
。

近
年
、
将
軍
の
御
台
所
や
将
軍
家
か
ら
他
家
へ
嫁
し
た
姫
君
の
婚
礼
道
具
に
つ
い
て

研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
本
史
料
に
み
る
維
君
の
婚
礼
道
具
は
、
尾
張
家
か
ら
他
家
へ

と
嫁
し
た
娘
の
婚
礼
道
具
の
内
訳
や
規
模
感
を
示
す
具
体
例
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同

時
代
に
お
け
る
婚
礼
道
具
の
仕
様
を
詳
細
に
示
す
点
で
も
、
将
軍
家
と
尾
張
家
と
の
差

異
や
共
通
点
を
比
較
検
証
す
る
う
え
で
有
意
義
で
あ
る
。
す
で
に
拙
稿
で
一
部
を
紹
介

し
た
よ
う
に
、
本
史
料
に
は
婚
礼
道
具
に
含
ま
れ
る
絵
画
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
も

興
味
深
い
。

本
稿
で
は
、
維
君
の
婚
礼
道
具
の
全
容
に
迫
り
、
婚
礼
調
度
の
加
飾
と
仕
様
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
第
一
義
の
目
的
と
す
る
が
、
史
料
を
読
み
解
く
な
か
で
判
明
し
た
婚

礼
に
伴
う
殿
舎
の
造
営
と
付
人
、
維
君
の
死
後
に
遺
さ
れ
た
婚
礼
道
具
の
ゆ
く
え
に
触

れ
、
そ
の
所
有
権
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　

維
君
の
生
涯
と
再
婚

前
半
生
と
前
田
斉
広
と
の
婚
姻

は
じ
め
に
維
君
の
生
涯
を
確
認
し
て
お
く
。
維
君
は
尾
張
家
の
分
家
で
あ
る
高
須
松

平
家
七
代
勝か

つ

当ま
さ（

一
七
三
七
～
一
八
〇
一
）の
長
女
と
し
て
、
天
明
五
年（
一
七
八
五
）二
月

二
十
五
日
に
誕
生
し
、
琴
姫
と
名
付
け
ら
れ
た
。
実
母
は
佐
藤
氏
女
の
代よ

野の
（
法
琳
院
）

で
あ
る
。
父
の
勝
当
は
尾
張
家
八
代
宗
勝
の
七
男
で
、
九
代
宗
睦
の
実
弟
に
当
た
る
。

長
く
部
屋
住
だ
っ
た
が
、
寛
政
七
年（
一
七
九
五
）九
月
二
十
二
日
に
歿
し
た
高
須
松
平

家
六
代
義
裕
の
後
を
継
ぎ
、
五
十
九
歳
で
同
家
七
代
の
当
主
と
な
っ
た
。
そ
の
二
か
月

後
に
あ
た
る
十
一
月
三
日
に
、
維
君
は
本
家
で
あ
る
尾
張
家
九
代
宗
睦
の
養
女
と
な
っ

た
。維

君
は
最
初
、
享
和
三
年（
一
八
〇
三
）十
二
月
朔
日
に
加
賀
前
田
家
十
一
代
治は

る

脩な
が

の

養
子
亀
万
千（
の
ち
の
十
二
代
斉な

り

広な
が　

一
七
八
二
～
一
八
二
四
）と
婚
姻
し
た
が
、
こ
の
婚
姻

は
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
二
年
後
の
文
化
二
年（
一
八
〇
五
）八
月
十
二
日
、
実
家
で
あ

る
尾
張
家
の
江
戸
上
屋
敷
の
市
谷
邸
の
御
広
敷
を
来
訪
し
た
と
き
に
、
維
君
は
発
病

し
、
そ
の
ま
ま
養
生
の
た
め
市
谷
邸
に
留
ま
っ
た
。
逗
留
は
長
引
き
、
十
二
月
七
日
に

は
維
君
の
市
谷
邸
逗
留
が
公
儀
へ
届
け
出
ら
れ
、
翌
三
年
八
月
十
三
日
に
正
式
に
離
縁

と
な
る
。
離
縁
へ
至
る
手
続
き
や
加
賀
前
田
家
と
の
交
渉
は
、
管
見
の
限
り
で
は
両
家

の
記
録
に
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
大
名
家
で
の
離
縁
は
案
外
多
く
、
実
際
は
夫

婦
仲
の
不
和
を
、
体
裁
を
保
つ
た
め
病
気
と
称
し
て
離
別
し
た
場
合
も
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
維
君
が
離
縁
せ
ざ
る
を
得
な
い
病
気
だ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
発
病
の
一

か
月
後
に
は
早
く
も
市
谷
邸
の
庭
園
の
使
用
を
願
い
出
る
記
事
が
散
見
さ
れ
、
た
び
た

び
庭
園
内
を
散
策
で
き
る
健
康
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

近
衛
基
前
と
の
再
婚

離
縁
か
ら
わ
ず
か
十
日
余
り
後
の
文
化
三
年
八
月
二
十
七
日
、
近
衛
家
側
か
ら
近
衛

基
前
と
維
君
の
縁
組
の
申
し
入
れ
が
、
尾
張
家
の
付
家
老
で
あ
る
成
瀬
正
典
に
あ
っ
た
。

当
時
す
で
に
基
前
の
父
経
𠘑
は
他
界
し
て
い
た
た
め
、
近
衛
家
の
代
表
者
と
し
て
母
の

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）（

10
）

（
11
）

（
12
）



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

三

円
台
院
宮（
泰
宮
董
子
女
王
）の
名
で
送
ら
れ
た
口
上
書
の
写
し
に
は
、
縁
組
の
理
由
と

し
て
「
御
先
々
ゟ
厚
御
縁
続
之
義
ニ
被
為
有
候
」
と
あ
り
、近
衛
家
と
尾
張
家
と
の
代
々

に
及
ぶ
姻
戚
関
係
の
厚
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
時
ま
で
に
両
家
の
間
で

は
、
尾
張
家
六
代
継
友
と
九
代
宗
睦
が
近
衛
家
か
ら
正
室
を
迎
え
、
ま
た
尾
張
家
か
ら

も
八
代
宗
勝
の
養
女
頼
君
が
近
衛
家
へ
正
室
と
し
て
入
輿
し
て
い
る
。
両
家
の
姻
戚
関

係
の
全
体
像
は
、
表
1
・
2
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
り
、
両
家
の
つ
な
が
り
が
濃
密
で

あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
相
手
の
基
前
は
、
寛
政
二
年（
一
七
九
〇
）に

尾
張
家
九
代
宗
睦
の
養
女
俊
姫（
一
七
八
〇
～
九
〇
）と
縁
組
し
た
が
、
そ
の
三
か
月
後

に
俊
姫
が
死
去
し
た
た
め
、
縁
組
が
解
消
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

近
衛
家
か
ら
の
縁
組
の
申
し
入
れ
に
対
し
、
瀧
川
忠
曉
・
成
瀬
正
寿
・
成
瀬
正
典
の

連
名
に
よ
り
、
尾
張
家
当
主
で
あ
る
十
代
斉
朝
の
賛
意
を
得
た
と
す
る
内
諾
の
返
事
が

九
月
十
九
日
付
で
近
衛
家
へ
送
ら
れ
た
。
な
お
、
成
瀬
正
典
が
武
家
伝
奏
の
広
橋
伊
光

に
宛
て
た
書
状
の
写
し
に
は
、
九
条
家
を
は
じ
め
、
有
栖
川
宮
・
伏
見
宮
か
ら
も
縁
談

が
あ
っ
た
が
、「
尾
張
故
大
納
言
殿
御
簾
中
御
続
き
格
段
之
筋
合
、
殊
ニ
御
家
柄
甚
以

正
敷
御
様
子
、
再
縁
被
取
結
御
時
節
ニ
相
当
候
」
と
、
尾
張
家
九
代
宗
睦
の
正
室
好
君

が
近
衛
家
出
身
と
い
う
格
別
の
理
由
か
ら
、
家
柄
の
正
し
さ
を
も
っ
て
近
衛
家
を
選
択

し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
離
縁
か
ら
日
が
浅
く
、
加
賀
前
田
家
に
失
礼
に
当
た

る
と
し
て
憚
り
つ
つ
も
、
こ
れ
以
降
、
両
家
の
間
で
は
内
密
に
縁
組
の
交
渉
が
進
め
ら

れ
た
。

翌
四
年
八
月
七
日
に
公
儀
よ
り
近
衛
基
前
と
の
縁
組
が
申
し
渡
さ
れ
、
同
年
八
月
二

十
八
日
に
縁
組
が
整
っ
た
。
十
一
月
十
九
日
に
結
納
の
儀
が
行
わ
れ
、
十
二
月
十
一
日

に
は
維
君
は
琴
姫
か
ら
「
維
姫
」
と
名
を
改
め
た
。
翌
五
年
正
月
十
三
日
、
維
君
は
江

戸
上
屋
敷
で
あ
る
市
谷
邸
を
発
ち
、
途
中
、
鎌
倉
と
名
古
屋
城
に
立
ち
寄
り
、
二
月
四

日
に
京
都
に
到
着
し
た
。
同
月
十
一
日
に
近
衛
基
前
と
の
婚
儀
が
行
わ
れ
、
同
日
、

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

尾張家 近衛家 近衛家実父 縁組年月日 婚姻年月日 備考

徳川継友 安己君 近衛家𠘑 正徳5年（1715）
7月2日

享保3年（1718）
6月11日

頼君
（徳川宗勝養女） 近衛内前 近衛家久 延享2年（1745）

閏12月2日
延享3年（1746）
2月29日

頼君（傳姫）の実父は徳川宗
春。当初九条稙基と縁組、
稙基死去のため再縁。

徳川宗睦 好君 近衛家久 延享4年（1747）
2月2日

宝暦2年（1752）
4月13日

俊姫
（徳川宗睦養女） 近衛基前 近衛内前 寛政4年（1792）

5月13日
俊姫の実父は松平治行、俊
姫は婚礼前に死去。

維君
（徳川宗睦養女） 近衛基前 近衛内前 文化4年（1807）

8月28日
文化5年（1808）
2月11日 維君の実父は松平勝当。

徳川斉温 福君 近衛基前
（養父）

天保6年（1835）
2月25日

天保7年（1836）
11月9日 福君の実父は鷹司政𠘑。

表1　尾張家と近衛家の姻戚関係
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表
2
　
尾
張
家
と
近
衛
家
の
姻
戚
関
係

治
行

治
興

治
休

斉
温

斉
朝

忠
𠘑

（
治
行
長
女
）

俊
姫

福
君

経
𠘑

（
盛
化
門
院
、
後
桃
園
天
皇
女
御
）（

鷹
司
政
𠘑
二
十
二
子
）

は
親
子
関
係
、

は
養
子
関
係
、

は
縁
組
関
係
を
示
す
。

は
婚
姻
関
係
、

維
子

泰
宮
董
子
女
王

（
円
台
院
宮
）

（
宗
勝
養
女
）

頼
君

好
君

内
前

（
以
下
略
）

勝
当

勝
長

義
敏

宗
春

宗
勝

宗
睦

安
己
君

（
新
中
和
門
院
、

中
御
門
天
皇
女
御
）

𠘑
子

（
天
英
院
）

家
𠘑

近
衛
基
𠘑

尚
子

徳
川
継
友

家
久

基
前（

勝
当
長
女
）

維
君
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「
君
号
」
が
基
前
よ
り
進
ぜ
ら
れ
、
維
姫
か
ら
「
維
君
」
へ
と
名
を
改
め
た
。

文
政
三
年（
一
八
二
〇
）に
基
前
が
三
十
八
歳
で
歿
す
る
と
、
維
君
は
薙
髪
し
、「
維
学

心
院
」
と
号
し
た
。
十
三
年
に
及
ぶ
婚
姻
生
活
で
夫
と
の
間
に
は
実
子
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
庶
出
子
の
姫
君（
常
心
院
）や
辰
君（
の
ち
の
近
衛
忠
𠘑
）の
嫡
母
と
な
っ
て
近
衛
家

を
支
え
た
。
基
前
の
歿
後
に
、
維
君
は
鷹
司
政
𠘑
の
娘
の
福
君
を
養
女
に
迎
え
て
養
育

し
、
天
保
七
年（
一
八
三
六
）に
は
福
君
を
尾
張
家
十
一
代
斉
温
の
継
室
と
し
て
嫁
が
せ
、

尾
張
家
と
近
衛
家
の
姻
戚
関
係
を
強
化
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
残
念
な
が
ら
福
君
は
婚

嫁
後
わ
ず
か
四
年
、
二
十
一
歳
の
若
さ
で
歿
し
た
も
の
の
、
維
君
は
長
寿
を
保
ち
、
弘

化
四
年（
一
八
四
七
）七
月
二
十
六
日
に
六
十
二
歳
で
歿
す
る
ま
で
、
尾
張
家
の
京
都
に

お
け
る
活
動
を
支
え
る
重
要
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
。

二　

婚
礼
道
具
の
全
容

本
史
料
の
概
要

本
史
料
は
、
表
紙
に
「
維
学
心
院
様　

御
婚
礼
御
道
具
帳
写
」
と
墨
書
さ
れ
る
。
表

紙
と
裏
表
紙
が
付
き
、
墨
付
き
百
三
十
七
丁
、
紙
縒
り
で
袋
綴
じ
と
す
る
。
法
量
は
縦

三
三
・
四
糎
、
横
二
九
・
〇
糎
で
あ
る
。
表
紙
に
「
写
」
と
あ
る
た
め
、
本
史
料
は
原

本
で
は
な
く
、
筆
写
の
時
期
は
維
君
が
維
学
心
院
と
号
し
た
文
政
三
年（
一
八
二
〇
）以

降
と
み
ら
れ
る
が
、
表
紙
に
「
御
婚
礼
御
道
具
」
と
あ
る
通
り
、
原
本
は
婚
礼
当
初
の

記
録
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
二
百
十
一
件
に
及
ぶ
婚
礼
道
具
が
一
つ
書
き
で
列
記

さ
れ
、
そ
の
意
匠
や
仕
様
・
内
容
品
、
附
属
品
、
収
納
箱
な
ど
が
実
に
詳
細
に
記
さ
れ

て
い
る
。
婚
礼
道
具
は
道
中
具
に
始
ま
り
、
三
棚
や
貝
桶
な
ど
婚
儀
の
場
で
飾
る
ハ
レ

の
道
具
か
ら
、
よ
り
実
用
的
な
道
具
へ
と
続
き
、
そ
の
配
列
に
は
道
具
の
序
列
化
が
看

取
さ
れ
る
。
ま
た
、
最
末
部
の
二
十
丁
余
り
に
は
「
御
平
用　

御
側
御
道
具
」
と
し

て
、
平
常
に
身
近
に
置
い
て
使
用
す
る
道
具
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

維
君
が
近
衛
家
へ
入
輿
し
た
際
の
婚
礼
道
具
が
、
初
婚
で
加
賀
前
田
家
へ
嫁
い
だ
際

の
道
具
を
再
利
用
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
新
調
し
た
も
の
か
は
、
婚
礼
道
具
の
製
作

年
代
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
史
料
は
乏
し
く
、
詳

細
は
明
ら
か
で
な
い
。
仮
に
離
縁
の
際
に
婚
礼
道
具
が
前
田
家
か
ら
返
還
さ
れ
、
再
婚

時
に
再
利
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
史
料
の
一
つ
書
き
の
記
載
や
附
属
品
の
整
っ
た
書

き
ぶ
り
を
見
る
限
り
、
近
衛
家
に
再
嫁
す
る
に
あ
た
っ
て
、
新
婚
生
活
に
必
要
な
諸
道

具
は
改
め
て
過
不
足
な
く
整
え
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
。

婚
礼
道
具
の
内
訳

ま
ず
は
婚
礼
道
具
の
内
訳
か
ら
み
て
い
く
。
本
史
料
は
、
前
三
分
の
二
ほ
ど
が
婚
礼

調
度
を
中
心
と
し
た
諸
道
具
の
記
述
で
、
残
り
の
三
分
の
一
に
「
御
平
用　

御
側
御
道

具
」
と
別
項
を
立
て
て
書
き
入
れ
が
あ
り
、
平
常
用
の
諸
道
具
が
列
記
さ
れ
る
。
全
体

は
表
3
の
通
り
だ
が
、「
小
道
具
」
と
呼
ば
れ
る
内
容
品
、
紐
・
敷
紙
・
包
布
な
ど
の

附
属
品
の
詳
細
は
割
愛
し
、
蒔
絵
の
意
匠
や
地
塗
の
仕
様
と
、
金
具
・
収
納
箱
に
特
化

し
て
記
し
た
。

表
3
の
1
～
38
は
、
嫁
入
り
行
列
と
婚
儀
に
必
要
な
道
具
で
あ
る
。
1
～
21
は
道
中

具
で
、
新
婦
が
乗
る
2
「
御
輿
」
を
中
心
に
、
行
列
の
格
式
を
示
す
1
「
御
挟
箱
」・

6
「
御
立
傘
」・
7
「
御
緋
傘
」
や
、
12
～
16
・
19
・
20
の
お
守
り
道
具
が
続
く
。
12

「
御
天
児
」・
13
「
御
這
子
」・
14
「
御
犬
張
子
」
は
4
「
御
替
御
輿
」
に
乗
せ
、
婚
儀

の
場
に
も
飾
ら
れ
る
。
16
「
御
衣
張
」
は
、
本
来
、
着
物
を
洗
い
張
り
す
る
た
め
の
道

具
だ
が
、
婚
儀
で
は
「
ど
ど
わ
げ（
百
々
曲
）」
と
呼
ば
れ
る
白
装
束
で
新
婦
に
仕
え
る

中
居
と
と
も
に
長
柄
輿
に
乗
せ
ら
れ
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
。
17
「
御
貝
桶
」
は
、「
貝

桶
渡
し
」
の
儀
に
用
い
ら
れ
る
婚
礼
の
筆
頭
道
具
で
あ
る
、
22
～
38
は
22
「
御
厨
子

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）
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通番 名称・内容品 員数 仕様1 仕様2 金具 収納箱
1 御挟箱　棒共 一對 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 両金物金濃金滅黄

唐草御紋毛彫
黒掻合塗
紺木綿四ツ内紐付

2 御輿 一挺 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御窓萌黄紋紗張　
内張惣金極彩色絵
御天井御紋置上

惣金物金濃滅黄
御紋唐草毛彫

黒掻合塗鉄物付

3 御輿御褥 四
4 御替御輿 壱挺 上之備後表包　

引上ケ紋紗張
無双れんし
吹寄紋紗張
御せうし桝組
紙張御せうし

惣御内廻り
御寄懸御肘懸共
黒天鵞絨包
棒　檜木地

角之御金物
鉄黒塗 

5 御相図鈴箱 壱 黒塗御紋付 溜塗　木綿真田付
6 御立傘 壱本 御柄黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
朱天井御紋白上り 御金物金めつき唐草

毛彫　
黒搔合塗
紺木綿四ツ打紐付

7 御緋傘 壱本 御柄黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

朱天井御紋白上り 御金物金滅黄
唐草毛彫真鍮詮

8 御茶弁当 壱荷 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

惣御金物金濃滅黄
唐草毛彫

黒掻合塗
紺木綿四ツ打紐付

9 御水荷 壱荷 朱掻合塗朱御紋付 惣御金物鉄黒塗
10 御蓑箱　棒共 壱荷 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 惣御金物金めつき

唐草毛彫
黒搔合塗
紺木綿四ツ打紐付

11 御跡御挟箱 壱對 黒塗革覆金箔御紋付
12 御天児 壱躰 桐木地箱　
13 御這子 壱躰 桐木地箱
14 御犬張子 壱對 惣金極彩色御紋付 桐木地箱
15 御筒守 壱 赤地宝尽金入包 惣御金物金めつき

蓬莱模様御紋毛彫
真鍮鈴四ツ付

内：桐木地箱　
　　浅黄袋打糸真田付
外：溜塗　木綿真田付

16 御衣張　御しゐし共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内：桐木地箱　
　　浅黄袋打糸真田付　
外：溜塗　木綿真田付

17 御貝桶　臺共 壱對 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内張紅宝尽金入
底裏薄梨子地

金滅黄鵐目 溜塗
紺木綿四ツ打紐

18 御擔 壱對 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

惣御金物濃金滅黄
唐草毛彫

溜塗
紺木綿四ツ打紐付　

19 御万宝懸 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀 溜塗

20 御愛敬御筒守 壱 白地宝尽金入 白糸打紐房付 惣御金物銀御紋唐草
毛彫

21 御替御茶弁当 壱荷 黒塗唐草蒔絵御紋入 御金物金滅黄 黒掻合塗
紺木綿四ツ打紐付

22 御厨子 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
御扉裏
高砂獅子狛犬蒔絵
底裏薄梨子地

惣御金物銀唐草毛彫 溜塗鉄物付

23 十二御手箱　
　御小道具共

壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　

内濃梨子地
底裏薄梨子地銀覆輪
内張
赤地金入宝尽模様

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

24 御火取香炉　銀火篭付 弐 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内銀張　底裏薄梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

25 御沈箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

26 御香盆　御小道具共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　

底裏薄梨子地 溜塗
木綿真田付

27 御黒棚用御文箱　大小 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

28 御短冊箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

29 御書棚用御硯箱 壱面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

30 御色紙箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 黒塗
木綿袋打真田付

31 御黒棚 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
御扉裏
恵比須大黒蒔絵
底裏薄梨子地

惣御金物銀牡丹唐草
毛彫

溜塗鉄物付

32 御拂箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

表3　「維学心院様　御婚礼御道具帳写」にみる婚礼道具
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33 御角赤　大小 弐 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

34 御元結箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

35 御渡金箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

36 御歯黒箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

37 御書棚 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

惣御金物銀
唐草毛彫

溜塗鉄物付

38 御料紙箱　御硯箱共
御小道具共

壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

39 御文臺　御硯箱共
御小道具共

壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

惣御金物銀
唐草毛彫

溜塗
木綿袋打真田付

40 御鼻紙臺 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

41 御鼻紙箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

42 御水引箱 壱　　 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

43 御櫛箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付　

44 御見臺 壱脚 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

45 御眉作箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

46 御乱箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

47 御祝枕 壱對 黒塗南天模様
高蒔絵御紋入

溜塗
木綿袋打真田付

48 御薫物壺　臺共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

49 御重硯 壱組 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

50 御昆布箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

51 御爪取箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

52 御爪取手洗 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

53 御鏡臺　御小道具共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

54 御櫛臺　御小道具共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

55 御毛垂箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

56 御鏡建 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

57 御鏡家入　大小 弐面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

58 御耳手洗 臺輪共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

59 御楊枝箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

60 御角盥　御楾共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

61 御姿見御鏡建 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

62 御姿見家入 壱面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

63 御畳紙箱 臺共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

64 銀御文鎮 三 溜塗
木綿袋打真田付

65 御旅櫛箱　御小道具共 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

66 御十種香箱
御小道具共

壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

67 御十種香盤 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

68 御沈割箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付
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69 御寄懸 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地
甲板花色紋天鵞絨包

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

70 長御かもし箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

71 御脇息 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

底裏薄梨子地
甲板花色天鵞絨包

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付

72 御絹巻 壱通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

底裏薄梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

73 御帯箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

74 御物裁箱　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

75 唐銅御火熨斗 壱對 御臺椽手共
牡丹折枝蒔絵
表煮黒メ張

裏薄梨子地 煮黒メ張 溜塗
木綿袋打真田付

76 大御文箱 三 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 黒塗御紋付煮黒メ釻
萌黄練繰紐付

黒塗牡丹折枝蒔絵 右同断
同大竹高蒔絵 濃梨子地

其外右同断
77 御文箱 拾 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 黒塗御紋付煮黒メ釻付
萌黄練繰紐付

黒塗桐ニ鳳凰高蒔絵 右同断
同御紋ちらし高蒔絵 右同断
同御紋ちらし高蒔絵 右同断
同椿高蒔絵 右同断
同牡丹折枝蒔絵 右同断
同波ニ千鳥高蒔絵 右同断
同花之丸高蒔絵 右同断
村梨子地打枝ニ高蒔絵 濃村梨子地

底裏薄梨子地
78 縮緬御服紗 御文箱附 拾
79 青漆革包御文箱 九 金御紋付　七 煮黒メ釻付 萌黄練繰紐付

同唐草模様　弐 煮黒メ釻付
80 竪横御目録箱 弐通 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻御紋毛彫 溜塗煮黒メ釻付 
萌黄練繰紐付

黒塗牡丹折枝蒔絵 内右同断 右同断
81 青漆革包横御目録箱 三 金御紋付　弐 煮黒メ釻付 萌黄練繰紐付

同唐草模様　壱 煮黒メ釻付 黒練繰紐付
82 竪御目録箱 弐 黒塗御紋付 煮黒メ釻付 萌黄練繰紐付
83 呉服御通ひ箱 四 黒塗朱御紋付 煮黒メ金物釻 萌黄練繰紐付
84 御通ひ文庫　大中小 六 黒塗朱御紋付 煮黒メ釻 萌黄練繰紐付
85 御廣蓋 弐枚 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 溜塗

木綿袋打真田付
86 御硯蓋 弐枚 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 溜塗

木綿袋打真田付
87 御湯当手洗　

御手拭懸共
壱通 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御手拭懸　銀御金物
唐草毛彫

溜塗
紺木綿袋打真田付

88 御衣桁 弐組 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀唐草毛彫 溜塗
紺木綿紐付

同牡丹折枝蒔絵 御金物金めつき
89 丸御伏籠 壱 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
鉘銀 溜塗

木綿袋打真田付
90 御碁盤 弐面 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 溜塗

木綿真田付
　御碁笥 弐 蒔絵御紋入
　御次 壱面 黒塗
　碁笥 弐

91 御将棋盤 弐面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

底裏薄梨子地 溜塗　木綿真田付

　駒箱 壱 蒔絵御紋入
　御次 壱 黒塗
　駒箱 壱 黒塗

92 御双六盤 弐面 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

御金物銀 溜塗　木綿真田付

　御次 壱面　 黒塗 御金物金めつき
93 御琴 七面 長磯青海浪たかやさん

御紋入海銀龍
黒塗御紋付鉘金めつき
紅緒房付

長磯菊蒔絵
御紋入海銀地板浪毛彫

黒塗御紋付鉘金めつき
紅緒房付
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長磯富士蒔絵
御紋入海鼈甲

黒塗御紋付鉘金めつき
紅緒房付

　御次琴 長磯千羽鶴蒔絵
海金銀水くゝり龍

黒掻合塗煮黒メ釻付
内：萌黄練染紐付　
外：溜塗　木綿四ッ内紐付

　御次琴 長磯菊唐草蒔絵
海金滅黄龍

　同断 長磯紫檀無地海鼈甲
　同断 諸先紫檀包海鼈甲
　御琴柱箱　御琴柱入 三 黒塗御紋付

94 御三味線 七挺
（ママ）

御紋附松竹梅蒔絵 御胴花林　御棹紫檀 御金物銀 黒塗御紋付釻金めつき
紅緒房付

御紋付扇蒔絵 御胴花林　御棹紫檀 御金物銀 黒塗御紋付釻金めつき
紅緒房付

御紋付四季蒔絵 御胴花林　御棹紫檀 御金物銀 黒塗御紋付釻金めつき
紅緒房付

　御次 浪千鳥象嵌 胴花林　棹紫檀 金物銀 内：黒掻合塗煮黒メ釻
萌黄練染紐付
外：溜塗　木綿袋打真田付

若松鶴蒔絵 同断 金物同断
水車蒔絵 胴花林　棹紫檀 金物銀
菖蒲象嵌 同断 金物同断
紅葉蒔絵 同断 金物同断

　御こま 八
95 御臺子 三脚 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
裏薄梨子地 御金物銀　 内：桐木地 萌黄真田付

外：溜塗 木綿四ッ打紐付
黒塗牡丹折枝蒔絵 裏薄梨子地 御金物銀 内：桐木地 萌黄真田付

外：溜塗 木綿四ッ打紐付
黒塗無地縁唐草蒔絵　 御金物金滅黄 内：桐木地 萌黄真田付

外：溜塗 木綿四ッ打紐付
96 御棗 四 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入弐
内濃村梨子地　　　 溜塗

木綿袋打真田付
同牡丹折枝蒔絵　弐 内同断

97 御中次 弐 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　

内濃村梨子地
底裏薄梨子地　

溜塗
木綿袋打真田付　

98 御茶碗臺 ふた共　 弐通 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
裏薄梨子地

溜塗
木綿袋打真田付

99 御茶碗 三拾 樅指箱
木綿袋打真田付

100 御茶簞笥　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀唐草毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

101 御薬簞笥　御小道具共 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀唐草毛彫 溜塗
木綿袋打真田付

102 御薬通ひ箱 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀釻菊座 溜塗
木綿袋打真田付

103 臺御火鉢 弐ツ 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

裏濃村梨子地 御金物金めつき唐草
毛彫

溜塗
木綿四ッ打紐付

104 真鍮御火箸 七膳
105 御炭斗 三 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地　

溜塗
木綿袋打真田付

同牡丹折枝蒔絵 内裏同断
黒塗無地

106 真鍮御臺十能 七ツ 手黒塗牡丹唐草蒔絵　壱
同黒塗牡丹折枝蒔絵　弐
同黒塗無地　弐
火蓋無シ　弐

107 御机 壱脚 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

裏濃村梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

108 御花臺 壱對 桑木地色付 溜塗
木綿袋打真田付

109 唐銅御花瓶 壱對 溜塗
木綿袋打真田付

110 御花臺 壱ツ 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

裏濃村梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

111 御薄板 五枚 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　弐枚

裏薄梨子地 溜塗
木綿袋打真田付

同牡丹折枝蒔絵　壱枚 裏同断
黒塗無地　　弐枚

112 御花活 五 唐銅　弐 溜塗
木綿袋打真田付

瀬戸焼　三
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113 御花桶 三 黒塗金粉御紋付　弐 樅木地
同銀粉御紋付　壱

114 御軸物箱　　 壱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗　
木綿袋打真田付

御軸物　※ 二巻
御軸臺　 壱 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地

115 御哥書 八通 御箱　黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗　
木綿袋打真田付

　源氏物語 御表紙 花色純子 裏惣金布目
　二十一代集 御表紙 萌黄地金入 裏同断
　万葉集 御表紙 紺地金入　　　 裏同断
　伊勢物語 右同断
　つれ〳〵草 右同断
　古今集 右同断
　清少納言枕草紙 御表紙 紺地金入 裏惣金布目
　詠歌大概 右同断

116 百人一首軽多 壱通 御箱 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

銀鋲御紋毛彫 溜塗　
木綿袋打真田付

117 御懸物　※ 九通 桐木地　
萌黄糸真田付　

118 御懸物竿 弐本 黒塗御紋付 樅指箱　
木綿袋打真田付

119 御重　替ふた共 拾組 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　四組

内朱 黒塗煮黒メ金物付
萌黄糸真田付

同牡丹唐草蒔絵　四組 内朱
同牡丹折枝蒔絵　二組 内朱

120 御重覆 五 黒塗 煮黒メ金物付 萌黄練繰紐付
121 御重居臺 五 黒塗無地 煮黒メ金物付
122 御提重　小道具共 壱組 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物銀 溜塗
木綿袋打真田付　

123 御瓶子 壱對 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入

底裏薄梨子地 溜塗　
木綿袋打真田付

124 御行器 三荷 黒塗牡丹唐草
高蒔絵御紋入　弐荷

内濃村梨子地
底裏薄梨子地

御金物金めつき 黒塗煮黒メ金物付　
萌黄練繰紐付

黒塗無地　壱荷　 御金物同断
125 御食籠 四荷 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入　弐荷　
内朱
底裏薄梨子地

黒塗煮黒メ金物付
萌黄練繰紐付

黒塗牡丹折枝蒔絵　
壱荷

内同断

黒塗無地　壱荷　　 内朱塗
126 小御食籠 壱對 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
内朱底
裏薄梨子地

溜塗　木綿袋打真田付

127 御懸網 弐 箱入　木綿袋打真田付
128 御温飩路司 壱組 黒塗御紋付 内家真溜塗御紋付 煮黒メ封印金物 溜塗　木綿真田付
129 御指樽 壱對 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
底裏薄梨子地 御金物銀 溜塗　紺木綿紐付

130 御燭臺　大小 三拾三本 黒塗牡丹折枝蒔絵　
大　五本
同牡丹唐草蒔絵
御紋入 小 八本
唐銅　大　拾七本
同断　小　三本

131 御手燭　 五本 黒塗牡丹唐草蒔絵　
弐本
黄唐銅　三本

132 御有明行燈 三挺 惣躰真鍮網懸り
133 御ほんほり 八 手黒塗唐草蒔絵　三

同花塗　五
134 御塵取 四 黒塗　弐 樅　木綿真田付

春慶塗　弐
135 御塵籠 弐 黒塗牡丹折枝蒔絵 溜塗　木綿真田付

同無地
136 御葛籠 弐荷 御紋付 鵐目金めつき
137 呉服御簞笥 壱對 黒塗御紋ちらし 惣打金物金めつき

唐草毛彫
138 御長持 弐拾棹 黒塗御紋付　拾棹 惣御金物金めつき

唐草毛彫
同無地　拾棹 御金物同断
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139 雑御長持 五拾棹 溜塗御紋付　拾五棹 惣御金物煮黒メ
樅木地　三拾五棹 惣御金物鉄

140 御幕 拾張
141 御幕串 拾五本 黒掻合塗
142 御毛氈 三拾枚
143 押かね 拾本 黒塗
144 御屏風　※ 拾五双 金物金めつき御紋唐

草毛彫
溜塗鉄物打

145 御屛風挟 拾壱 唐銅 樅指外家入綱引付
146 御次屛風 拾双 からかみ張土佐張
147 奥向御廊下向共

御行燈
弐拾五挺

御平用　御側御道具

148 御側箱 壱 黒塗御紋付 惣御金物銀 溜塗　木綿真田付
149 御硯箱 壱面 黒塗御紋付 溜塗　木綿真田付
150 御伏籠 壱 桐木地臺黒塗 落釜煮黒メ 溜塗　木綿真田付
151 御手焙 壱 黒塗牡丹唐草

高蒔絵御紋入
裏薄梨子地 御金物金めつき地板

煮黒メ
溜塗　木綿真田付

152 御側御用小簞笥 壱 桐春慶塗 煮黒メ金物附
153 御側御用御懸硯 壱 桐春慶塗 金物煮黒メ錠前付
154 長御硯蓋　大小 弐枚 黒塗梅蒔絵
155 黒塗御三方 五面 金御紋付
156 御茶壺 壱 桐木地　萌黄真田付
157 御蚊帳紐 四筋 本紅手七分糸

四ッ打房付
金めつき鍵共

158 御蒼朮焼 弐通 黒塗 落釜手共煮黒メ 溜塗　木綿真田付
159 御障子屛風 壱双 御腰両面草花之絵

泥引おせ廻り
金箔置　御椽黒塗 御金物金滅黄

160 長硯蓋　大小 弐枚 木地蠟色
161 猪口 弐拾
162 蓋付茶碗 三拾 秋野之染付
163 御文臺 壱 黒塗御紋ちらし 溜塗　木綿真田付
164 錦打紐 弐筋 萌黄長三丈
165 御重硯 弐拾壱組 黒塗金粉沃懸 溜塗　木綿真田付
166 御乱箱 壱 黒塗扇子ちらし蒔絵 溜塗　木綿真田付
167 御旅櫛箱 壱通 濃梨子地檜垣蒔絵

御紋ちらし
内濃梨子地 銀釻御紋毛彫 溜塗　木綿真田付

168 御側箱 壱 黒塗四季草花
高蒔絵御紋入

内濃梨子地 銀釻 溜塗　木綿真田付

169 御提重 壱組 黒塗梅唐草蒔絵
御紋入

内底裏薄梨子地 金物銀 溜塗　木綿真田付

170 鬼面火鉢　火篭 壱
171 御調合臺 壱脚 黒塗御紋付 溜塗　木綿真田付
172 御小細工簞笥 壱 黒塗金粉 裏御紋付 釻金滅黄
173 御次簞笥 壱 桐春慶塗黒漆御紋付 金物煮黒メ
174 御荷弁當 壱荷 黒塗朱御紋付 御金物赤銅
175 御四種香盤 壱通 黒塗梅折枝蒔絵 溜塗　木綿真田付
176 十種香御道具 壱通
177 御臺火鉢 壱 黒塗御紋ちらし 御金物金滅黄

落釜唐銅
178 御廣蓋 壱枚 黒塗御紋付
179 御鼻紙臺 壱 黒塗御紋ちらし
180 御手拭懸 壱 黒塗御紋ちらし 御金物金めつき
181 御側箱 壱 黒塗御紋ちらし
182 御守箱　右居臺 壱 黒塗御紋付
183 黒塗御衣桁 壱組
184 御耳手洗 壱 黒塗内張真鍮
185 御硯蓋 六枚 黒塗蒔絵　弐

同御紋付　壱
同御印付　三

186 薬鑵 壱 真鍮
187 御歌かるた箱 壱 黒塗御紋付
188 小御手洗 壱
189 小御簞笥 壱 黒塗新御紋付
190 御懸盤　本二三 壱通 黒塗葉唐草蒔絵

御紋付
191 御鉢臺 壱
192 御鉢 壱



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

一
二

193 御湯当 壱
194 御水差 壱
195 御本椀 七ツ組

壱組
196 御替汁椀 弐具
197 御吸物椀 弐具
198 御平皿 四具
199 御坪皿 四具
200 御木猪口 弐具
201 御腰高 拾弐
202 御盃 弐枚
203 同臺 壱組
204 御杓子箱入 壱本
205 御箸箱入 壱膳
206 御木徳利 弐
207 御食篭 弐
208 御三方 五面
209 御三味線 壱挺 紅葉蒔絵
210 横御目録箱 弐 黒塗御紋ちらし 銀釻
211 長御文箱 三 黒塗松藤蒔絵　壱 銀釻 萌黄練染紐付

黒塗松竹梅蒔絵　壱
同御紋ちらし　壱

凡例　
・表記は本史料に基づく。但し、読みやすさを考慮し、適宜、改行・一字あけを行った。通番は筆者による。
・仕様1は漆工品の場合、器物の表側の仕様を表記し、複数ある場合には、員数も仕様1に示した。仕様2は器物の内側や底

裏を示した。
・※をつけた114御軸物・117御懸物・144御屛風の内訳は、表5「「維学心院様 御婚礼御道具帳写」にみる絵画」で示す。

（
棚
）」・
31
「
御
黒
棚
」・
37
「
御
書
棚
」
の
い
わ
ゆ
る
三
棚
と
そ
の
棚
飾
り
と
す
る
化

粧
道
具
や
香
道
具
・
文
房
具
類
で
、
婚
儀
の
場
を
飾
る
ハ
レ
の
道
具
で
あ
る
。

39
～
75
は
文
房
具
や
化
粧
道
具
・
香
道
具
・
裁
縫
道
具
な
ど
で
あ
り
、
76
～
82
の
大

小
の
文
箱
や
目
録
箱
は
文
書
の
往
還
用
の
道
具
、
83
～
89
は
衣
服
な
ど
の
通
い
箱
や
洗

面
、
衣
類
関
連
の
道
具
で
あ
る
。
90
～
100
の
碁
盤
・
将
棋
盤
・
双
六
盤
の
三
面
を
は
じ

め
、
93
・
94
の
楽
器
類
、
95
～
100
の
茶
の
湯
道
具
と
い
っ
た
遊
興
具
が
続
く
。
そ
の
ほ

か
101
・
102
服
薬
道
具
、
103
～
106
暖
房
具
、
107
机
、
108
～
113
花
器
、
114
～
118
歌
書
・
軸
物

類
、
119
～
129
飲
食
器
、
131
～
133
・
147
照
明
具
、
134
・
135
掃
除
具
、
136
～
139
運
搬
・
保
管

具
、
144
～
146
屛
風
な
ど
、
実
に
多
種
多
様
な
道
具
が
列
記
さ
れ
る
。
な
お
、
90
～
94
の

碁
盤
・
将
棋
盤
・
双
六
盤
、
琴
に
み
ら
れ
る
「
御
次
」
の
文
言
は
格
下
の
道
具
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
114
「
御
軸
物
」・
117
「
御
懸
物
」・
144
「
御
屛
風
」
の
絵
画
類

に
つ
い
て
は
、
画
題
や
筆
者
、
表
具
等
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
た
め
、
第
四
章
で
後
述
す

る
。「

御
平
用　

御
側
御
道
具
」（
148
～
211
）以
下
は
平
常
、
身
近
に
置
い
て
使
用
す
る
道
具

で
あ
る
た
め
か
、
順
序
立
て
て
列
記
さ
れ
ず
雑
多
な
印
象
を
受
け
る
も
の
の
、
そ
れ
ゆ

え
に
日
常
生
活
に
必
須
の
道
具
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
ま
た
巻
末
に

「
右
之
外
御
武
器
類
ハ
難
書
類
故　

都
而
相
省
候
事
」
と
あ
る
通
り
、
武
器
類
は
省
略

さ
れ
て
い
る
が
、
婚
礼
道
具
に
は
行
列
の
格
式
を
示
す
飾
り
道
具
の
長
刀
や
、
女
性
用

の
刀
剣
類
が
用
意
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
維
君
の
婚
礼
道
具
に
は
長
刀
・
刀
剣
類
も

含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
御
品
物
書
」
に
み
る
婚
礼
道
具

陽
明
文
庫
の
一
連
の
文
書
の
な
か
に
は
、
本
史
料
の
ほ
か
に
「
御
品
物
書
」
と
仮
題

が
つ
い
た
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
は
維
君
の
婚
礼
道
具
を
尾
張
家
か
ら
近
衛
家
に
簞
笥
や

（
21
）
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長
持
に
入
れ
て
運
び
込
ん
だ
際
の
記
録
と
み
ら
れ
る
た
め
、
併
せ
て
紹
介
し
て
お
く

（
表
4
）。「
御
品
物
書
」
に
は
簞
笥
十
五
棹
、
長
持
二
十
四
棹
に
収
納
さ
れ
た
総
計
百

九
十
八
件
の
婚
礼
道
具
が
記
さ
れ
る
。
一
棹
ご
と
に
内
容
品
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
大
半

は
消
耗
品
の
衣
服
や
寝
具
で
あ
る
。「
御
腰
巻
」「
御
附
帯
」
と
い
っ
た
武
家
女
性
特
有

の
夏
の
衣
服
を
筆
頭
に
、
絹
縮
・
絽
・
晒
・
綸
子
・
縮
緬
等
の
一
年
を
通
じ
て
着
用
す

る
小
袖
や
下
着
、
帯
の
類
、
夜
具
・
か
い
ま
き
・
蒲
団
の
寝
具
に
こ
た
つ
蒲
団
の
ほ

か
、
男
性
の
使
用
人
が
着
用
す
る
看
板
や
羽
織
の
類
も
列
記
さ
れ
る
。
蒔
絵
調
度
類

は
、
第
二
十
八
番
長
持
以
降
に
記
載
さ
れ
る
が
、
第
二
十
八
・
二
十
九
番
長
持
の
内
容

品
は
「
御
手
廻
御
道
具
」
と
の
み
記
さ
れ
る
。「
御
手
廻
御
道
具
」
は
「
御
手
道
具
」

と
同
義
で
、
手
近
に
置
か
れ
る
道
具
類
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
範
囲
は
化
粧
道
具

や
文
房
具
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
具
体
的
な
内
容
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の

ほ
か
個
別
で
記
さ
れ
る
道
具
は
、
実
用
的
な
日
用
道
具
や
陶
磁
器
製
の
飲
食
器
な
ど
格

下
の
道
具
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
道
具
の
う
ち
、
蒔
絵
調
度
類
は
本
史
料
と
あ
る
程
度
重
複
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
も
の
の
、
器
種
と
員
数
の
み
の
記
載
で
あ
る
た
め
同
定
は
難
し
い
。
ま
た
、

本
史
料
に
記
録
さ
れ
る
輿
や
挟
箱
と
い
っ
た
道
中
具
や
三
棚
の
ほ
か
、
屛
風
・
琴
と

い
っ
た
大
型
の
道
具
の
名
前
が
「
御
品
物
書
」
に
は
見
当
た
ら
な
い
点
に
加
え
、
簞
笥

十
五
棹
と
長
持
二
十
四
棹
と
い
う
員
数
も
、
本
史
料
の
137
「
呉
服
御
簞
笥
」
一
対
・
138

「
御
長
持
」
二
十
棹
・
139
「
雑
御
長
持
」
五
十
棹
と
は
一
致
し
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
、

両
史
料
の
整
合
性
に
乏
し
い
部
分
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

本
史
料
と
「
御
品
物
書
」
に
記
載
さ
れ
た
諸
道
具
は
、
維
君
の
婚
礼
道
具
の
全
容
と

言
う
に
は
心
許
な
い
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。
江
戸
時
代
後
期
、
尾
張
家
か
ら
公
家
へ
と
嫁
い
だ
娘
が
持
参
し
た
婚
礼
道
具

の
一
つ
の
基
準
を
示
す
史
料
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三　

意
匠
と
加
飾
仕
様

婚
礼
調
度
の
基
本
仕
様

江
戸
時
代
の
大
名
婚
礼
調
度
は
、
所
用
者
ご
と
に
特
徴
的
な
意
匠
で
統
一
さ
れ
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
。
本
史
料
に
は
、
婚
礼
調
度
は
器
種
と
員
数
に
続
き
、
器
物
の
表
側
・

内
側
・
底
裏
、
内
容
品
、
金
具
、
紐
、
附
属
品
、
包
布
、
収
納
箱
の
仕
様
が
書
き
出
さ

れ
る
。
左
記
に
、
も
っ
と
も
簡
潔
な
記
述
の
例
と
し
て
33
「
御
角
赤　

大
小
」
を
挙
げ

る
。一

御
角
赤　
　
　
　
　
　

大
小　

弐

黒
塗
牡
丹
唐
草
高
蒔
絵
御
紋
入

内
濃
村
梨
子
地
底
裏
薄
梨
子
地

　

銀
釻
御
紋
毛
彫

紅
緒
房
付

御
敷
紙

　

浅
黄
羽
二
重
御
服
紗

　

外
家　
　
　
　
　

弐

　
　

溜
塗
木
綿
袋
打
真
田
付

維
君
の
婚
礼
調
度
の
大
半
は
「
黒
塗
牡
丹
唐
草
高
蒔
絵
御
紋
入
」
と
記
さ
れ
、
黒
塗

に
牡
丹
唐
草
文
に
葵
紋
を
散
ら
し
た
意
匠
を
高
蒔
絵
で
施
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

内
側
は
濃
村
梨
子
地
、
底
裏
は
薄
梨
子
地
で
あ
り
、
金
具
は
銀
製
、
収
納
箱
は
溜
塗
に

木
綿
袋
打
の
真
田
紐
が
つ
く
。
こ
の
仕
様
は
、
御
角
赤
の
ほ
か
に
四
十
件
余
り
に
共
通

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）
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94 御鏡臺 一箱
95 御臺十能 一箱
96 御瓶子 一箱
97 入子御硯蓋 一箱
98 御乱筥 一箱
99 御側御用掛御硯筥 一箱
100 御短冊筥　御厨子用 一箱
101 御鏡 一箱
102 御料紙硯箱 二箱
三十二番御長持 白木　花色木綿御油単掛
103 御色紙筥　御厨子用 一箱　
104 御茶簞笥 一箱
105 御楊枝箱 一箱
106 御塵取 一箱
107 御文筥 一箱
108 御茶通筥 一箱
109 御次炭取 一ツ
110 御次臺十能 二ツ
111 御次火のし 一ツ
112 御次手燭 三ツ
三十三番御長持 白木　花色木綿御油単掛
113 御水桶 一對
114 御双六盤 一箱
115 御手焙 一箱
116 御次小屛風 一双
三十四番御長持 白木　花色木綿御油単掛
117 御蒼朮焚 一箱
118 御机　 一箱
119 御物裁筥 一箱
120 御毛垂箱 一箱
121 大御文筥　御厨子用 一箱
122 御物裁板 一箱
123 御毛垂筥 一箱
124 御畳紙筥 一箱
125 御鏡建 一箱
三十五番御長持 白木　花色木綿御油単掛
126 御臺子 一箱
127 御硯筥　御文臺添　御書棚用 一箱
128 御耳手洗 一箱
129 御臺輪　御嗽茶碗添 一箱
130 御櫛筥 一箱
131 御次ほんほり 六ツ
三十六番御長持 白木　花色木綿御油単掛
132 毛體押 二十本
133 ほんほり 大小六ツ
134 御次臺火鉢 二ツ
三十七番御長持 白木　花色木綿御油単掛
135 御角たらひ　御はんそう共 一箱
136 御文臺 一箱
137 御文筥 三箱
138 唐かね御花生 一箱
139 御炭取 一ツ
140 御畳紙筥 一箱
141 竪御目録筥 一箱
142 横御目録筥 一箱
143 御ふた置 一箱
144 外ニ三品
三十八番御長持 白木　花色木綿御油単掛
145 御角赤　御厨子用 一箱
146 御手焙 一箱
147 御手拭掛 一箱
148 御硯筥 一箱
149 御見臺 一筥
150 御文箱　大小 二箱

151 革包横御目録筥 一箱
152 右同竪御目録筥 一箱
三十九番御長持 白木　花色木綿御油単掛
153 夏御六尺看板 八人前
154 同御手廻り看板 十七人前
155 同羽織 十七
156 帯 二十五筋
157 大燭台 二本　
以下、個別に記載
158 大御廣蓋 二箱
159 御たらい 一箱
160 御手焙 一箱
161 御呉服通筥 一箱
162 御次御煙草盆 一箱
163 御花瓶 一對一箱
164 御風炉釜 一箱
165 御次半銅 二ツ
166 御荷辨當　棒添 一荷
167 御水桶棒 一本
168 火入灰吹 十組
169 二枚折御屛風 二双一箱
170 鬼面火鉢 三
171 御花桶 一箱
172 御次屛風 二双
173 丸行燈　油さし壱　火皿拾枚添 十
174 御衣桁 一箱
175 御燭台　大小 二對
176 御手燭 一箱
177 御行燈 一箱
178 御掛盤 一箱
179 御鉢臺 一箱
180 御鉢 一箱
181 錫御湯桶 一箱
182 同御水指 一箱
183 御茶碗 三十組
184 御焼物皿 三枚
185 御鱠皿 三枚
186 御深皿 三枚
187 御中皿 十枚
188 御小皿 二十枚
189 御大猪口 三ツ
190 御小猪口 三ツ
191 御差身皿 三枚
192 御茶之碗 二十
193 真鍮三足 三箱
194 御煙草盆　行燈形 五箱　
195 同　香盆形 三箱　
196 御湯盆 一箱
197 御通盆 一箱
198 御茶臺 二箱

　黒塗御紋付 五ツ
　黒塗牡丹唐草蒔絵 三ツ

凡例
・「御品物書」の表記に従い、簞笥・長持ごとに名称と員数

を表にまとめた。読みやすさを考慮し、適宜一字あけを
行った。通番は筆者による。

・※は記載なし。
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十七番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
46 白羽重（ママ）御蒲団 一ツ
47 緋縮緬御蒲団 一ツ
48 白羽二重御かひ巻 三ツ

十八番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
49 空色縮緬御模様付大御夜具 一ツ
50 緋綸子中御夜具 一ツ
51 御蚊帳 一張

十九番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
52 白越後御かひまき 二ツ
53 白晒御蒲団 三ツ
54 白羽二重御かひまき 一ツ

二十番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
55 花色緞子大御夜具 一ツ
56 緋縮緬中御夜具 一ツ
57 白越後御蒲団 一ツ
58 白晒御かひまき 一ツ

二十一番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛　
59 桃色縮緬御模様付御夜具 一ツ
60 桃色綸子御こたつ御蒲団 一ツ
61 御蚊帳 二張

二十二番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛
62 ひわもへき御模様付大御夜具 一ツ
63 花色緞子御こたつ御蒲団 一ツ

二十三番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛
64 萌黄縮緬大御夜具　御模様付 ※
65 紅かは色綸子御こたつ御蒲団 一ツ

二十四番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛
66 萌黄緞子御こたつ御蒲団 一ツ　
67 白縮緬御蒲団 一ツ
68 白御晒かひまき 一ツ

二十五番御長持 春慶塗　花色絹御油単掛
69 白羽二重御蒲団 一ツ
70 緋縮緬御蒲団 一ツ
71 白晒御かひまき 一ツ

二十六番御長持 白木　花色木綿御油単掛
72 御しとね 八ツ
73 御座蒲団 六ツ

二十七番御長持 黒塗御紋付　浅黄緞子御油単掛
74 緋綸子中御夜具 一ツ
75 白縮緬御蒲団 一ツ
76 緋紋綸子中御夜具 一ツ
77 緋縮緬御蒲団 一ツ

二十八番御長持 白木　花色木綿御油単掛
78 御手廻御道具

二十九番御長持 ※
79 御手廻御道具

三十番御長持 白木　花色木綿御油単掛
80 御菓子盆 二箱
81 塵籠 二箱
82 御硯蓋 二箱　
83 御廣蓋 一箱
84 大御文箱 一箱
85 御手拭掛 一箱
86 御掛物棹 一箱
87 御鼻紙臺 一箱
88 御湯桶 一箱
89 御水引箱　御黒棚用 一箱
90 御側箱 一箱
91 御ふせこ 一箱

三十一番御長持 白木　花色木綿御油単掛
92 御鏡建 一箱
93 御櫛臺 一箱

通番 名称 員数
壱番御簞笥 黒塗御紋散シ　緋緞子御油単掛

1 絹縮御模様付　御下召都而附 四表
2 絽御模様附　御下召都而附 四表
3 御腰巻 一表
4 御附帯 十筋
5 御帯 十筋

弐番御簞笥 黒塗御紋散シ　緋緞子御油単掛
6 絽御模様附　御下召都而附 六表
7 晒御模様附　御下召都而付 十表
8 縮緬御模様附御袷 九表

三番御簞笥 黒塗御紋散シ　緋緞子御油単掛
9 縮緬御模様附　其外島類御単　御下召都而付 二十表
10 御湯かた 弐包
11 白晒御帷子 十表

四番御簞笥 黒塗御紋散シ　緋緞子御油単掛
11 白御小袖 十表
12 白御袷 十五表

五番御簞笥 白木　花色縮御油単掛
13 地白綸子御小袖 五表
14 地黒綸子御小袖 五表
15 地赤綸子御小袖 一表
16 繻珍御小袖 一表
17 紅梅織御小袖 一表
18 地赤縮緬御模様附 一表

六番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
19 地赤縮緬御小袖 三表
20 黒縮緬御模様付 四表
21 桃色縮緬御模様付 三表
22 萌黄縮緬御模様付 一表
23 紫縮緬御模様付 一表
24 紅ひわた御模様付 一表
25 嶌繻子御小袖 一表

七番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
26 嶌縮緬御小袖 十表
27 白御袷 八表
28 御湯かた 五包

八番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
29 八丈島御小袖 十表
30 緋紋縮緬御小袖 五表

九番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
31 緋鹿の子絞りの類御小袖 十四表

十番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
32 緋綸子御小袖 十表
33 紫鹿子御小袖 六表

十一番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
34 白御小袖 六表
35 白御袷 二十七表

十二番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
36 白御小袖 十五表

十三番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
37 白御小袖 十五表

十四番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
38 緋縮緬御小袖 十五表

十五番御簞笥 白木　花色絹御油単掛
39 御婦具佐 十五
40 御帯 九すし
41 御織物　表地　御裏錦差添 七巻
42 御附帯 十すし

十六番御長持 黒塗御紋付　緋緞子御油単掛
43 緋緞子大御夜具 一ツ
44 緋縮緬中御夜具 一ツ
45 紅御蒲団 一ツ

表4　「御品物書」にみる婚礼道具
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六

し
、
こ
れ
が
維
君
の
婚
礼
調
度
に
お
け
る
基
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
複
数
を
数
え
る

77
「
御
文
箱
」
で
は
、そ
の
意
匠
は
「
桐
ニ
鳳
凰
」「
御
紋
ち
ら
し
」「
椿
」「
牡
丹
折
枝
」

「
波
ニ
千
鳥
」「
花
之
丸
」
な
ど
多
彩
で
あ
る
。
一
方
、「
御
次
」
や
平
常
用
の
格
下
の

道
具
で
は
「
黒
塗
唐
草
蒔
絵
御
紋
入
」「
黒
塗
牡
丹
折
枝
」「
黒
塗
御
紋
ち
ら
し
」「
黒

塗
御
紋
付
」「
黒
塗
」
と
い
っ
た
仕
様
で
あ
り
、
金
具
・
収
納
箱
も
地
塗
の
仕
様
に
準

じ
る
。

基
本
の
仕
様
を
現
存
作
品
で
確
認
す
る
と
、
総
体
を
黒
塗
と
し
、
唐
草
模
様
を
全
面

に
廻
ら
し
て
、
蔓
の
先
に
牡
丹
の
花
や
蕾
を
つ
け
、
葵
紋
を
散
ら
し
た
意
匠（
図
2
）で

あ
り
、
記
録
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
高
蒔
絵
」
は
初
音
蒔
絵
調
度
の
高
蒔
絵

の
よ
う
な
高
低
差
は
な
く
、
金
銀
粉
を
蒔
き
分
け
て
変
化
を
つ
け
た
平
蒔
絵
に
、
金
粉

の
付
描
で
模
様
の
輪
郭
や
牡
丹
の
花
び
ら
な
ど
を
表
す
の
み
で
、
高
蒔
絵
と
は
言
い
難

い
。
付
描
に
わ
ず
か
に
立
体
感
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
高
蒔
絵
と
表
現
し
た
可
能
性
が

あ
る
。

婚
礼
調
度
の
序
列
─
地
塗
・
蒔
絵
・
意
匠
─

江
戸
時
代
は
格
式
社
会
で
あ
り
、
大
名
婚
礼
調
度
に
お
い
て
も
、
大
名
家
や
公
家
と

い
っ
た
嫁
ぎ
先
の
家
格
、
ま
た
使
用
場
所
や
用
途
に
応
じ
て
、
漆
工
の
加
飾
仕
様
に
格

の
違
い
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
十
七
世
紀
の
「
御
手
道
具
蒔
絵
之
御
注
文
」
に
よ
れ

ば
、
地
塗
で
は
格
の
高
い
方
か
ら
濃
梨
子
地
・
中
梨
子
地
・
薄
梨
子
地
・
飛
梨
子
地（
村

梨
子
地
か
）・
蠟
色
塗
・
黒
塗
・
真
花
塗
の
七
段
階
が
あ
る
。
さ
ら
に
蒔
絵
で
は
高
蒔
絵

と
中
高（
薄
肉
高
）蒔
絵
、
意
匠
で
は
「
主
要
な
模
様
と
家
紋
散
ら
し
」、「
家
紋
散
ら
し
」

「
家
紋
付
き
」
な
ど
、
整
然
と
し
た
区
分
が
あ
っ
た
。
地
塗
・
蒔
絵
・
意
匠
を
格
に
応
じ

て
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
道
具
の
序
列
が
細
分
化
さ
れ
た
。

『
南
紀
徳
川
史
』
に
よ
れ
ば
、
紀
伊
家
で
は
御
三
家
、
田
安
・
一
橋
家
へ
嫁
ぐ
場
合

は
濃
梨
子
地
、
公
家
へ
嫁
ぐ
場
合
は
村
梨
子
地
、
大
名
家
へ
嫁
ぐ
場
合
は
黒
蠟
色
塗
を

最
上
と
し
て
、
各
種
の
婚
礼
調
度
を
揃
え
る
の
を
理
想
と
し
た
。
例
え
ば
、
御
三
家
で

は
一
人
の
娘
に
対
し
、
濃
梨
子
地
・
村
梨
子
地
・
黒
蠟
色
塗
の
三
種
の
婚
礼
調
度
を
用

意
す
る
が
、
公
家
で
は
村
梨
子
地
・
黒
蠟
色
塗
の
二
種
、
大
名
家
で
は
黒
蠟
色
塗
の
み

と
な
る
。
江
戸
時
代
は
幕
末
ま
で
婚
礼
の
形
式
や
揃
え
る
べ
き
器
種
は
変
わ
ら
な
い
も

の
の
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
、
仕
様
の
格
が
下
が
る
傾
向
が
あ
る
。
公
家
の
近
衛
家

へ
と
嫁
い
だ
維
君
の
婚
礼
調
度
は
、『
南
紀
徳
川
史
』
に
な
ら
え
ば
、
本
来
「
村
梨
子
地
」

以
下
の
仕
様
で
用
意
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
本
史
料
で
は
よ
り
格
が
下
が
る
「
黒
塗
」
で

あ
る
。
一
方
、
意
匠
に
お
い
て
は
牡
丹
唐
草
に
葵
紋
散
ら
し
を
最
上
と
し
て
、「
黒
塗

牡
丹
折
枝
」「
黒
塗
御
紋
ち
ら
し
」「
黒
塗
御
紋
付
」「
黒
塗
」
と
い
っ
た
仕
様
が
あ
り
、

意
匠
に
変
化
を
持
た
せ
て
道
具
の
序
列
化
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

「
牡
丹
唐
草
」
の
よ
う
な
唐
草
模
様
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
婚
礼
調
度
に
多
く
見
ら

れ
る
典
型
的
な
模
様
で
あ
る
。
唐
草
模
様
そ
の
も
の
は
十
七
世
紀
か
ら
存
在
し
、
江
戸

時
代
中
期
に
は
客
座
敷
用
な
ど
周
辺
の
道
具
に
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
十
代
将
軍
家
治

以
降
、
主
要
な
婚
礼
調
度
の
意
匠
と
な
る
。
十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
た
ち
の
婚
礼
調
度

で
は
、
七
女
峯
姫
が
「
鉄
線
唐
草
」（
文
化
十
一
年
〈
一
八
一
四
〉
婚
礼
）、
十
一
女
浅
姫
が

「
桐
花
唐
草
」（
文
政
二
年
〈
一
八
一
九
〉
婚
礼
）、
十
八
女
盛
姫
が
「
葵
唐
草
」（
文
政
八
年
婚

礼
）、
二
十
一
女
溶
姫
が
「
松
唐
草
」（
文
政
十
年
婚
礼
）、
二
十
六
女
永
姫
が
「
浮
線
菱

唐
草
」（
文
政
八
年
婚
礼
）と
、
主
要
な
意
匠
が
唐
草
模
様
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
維
君
の

婚
礼
は
家
斉
治
世
下
の
文
化
五
年
で
あ
り
、
そ
の
意
匠
は
同
時
代
の
婚
礼
調
度
と
比
較

し
て
も
大
き
な
差
異
は
な
く
、
江
戸
時
代
後
期
の
典
型
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

地
塗
の
序
列
の
逆
転

こ
こ
で
、
本
史
料
に
は
器
体
の
表
側
の
仕
様
だ
け
で
な
く
、
内
側
や
底
裏
の
仕
様
も
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一
七

記
載
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
先
述
の
「
御
角
赤
」
に
み
た
「
黒
塗
牡
丹
唐
草

高
蒔
絵
御
紋
入　

内
濃
村
梨
子
地
底
裏
薄
梨
子
地
」
の
仕
様
は
、
器
物
の
表
側
は
黒
塗

で
あ
る
一
方
、
内
側
は
濃
村
梨
子
地
、
底
裏
は
薄
梨
子
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
先
述

の
「
御
手
道
具
蒔
絵
之
御
注
文
」
に
よ
れ
ば
、
地
塗
は
濃
梨
子
地
を
最
上
と
し
て
七
段

階
の
序
列
が
あ
る
。
さ
ら
に
表
側
が
濃
梨
子
地
で
あ
れ
ば
、
内
側
は
薄
梨
子
地
か
中
梨

子
地
、
ま
た
中
梨
子
地
で
あ
れ
ば
飛（
村
）梨
子
地
と
、
表
側
の
地
塗
に
対
し
、
内
側
は

表
側
よ
り
も
格
下
の
地
塗
と
す
る
一
定
の
法
則
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
史
料
で
は
外
側

よ
り
も
内
側
や
底
裏
に
格
上
の
地
塗
が
施
さ
れ
て
お
り
、
序
列
の
逆
転
が
生
じ
て
い
る
。

こ
う
し
た
内
外
に
お
け
る
地
塗
の
逆
転
は
、
蓋
を
開
け
た
際
の
意
外
性
を
狙
っ
た
特

注
品
の
硯
箱
な
ど
に
散
見
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、

大
揃
え
の
婚
礼
調
度
は
数
量
が
多
く
、
そ
の
分
、
手
間
も
費
用
も
膨
大
と
な
る
。
婚
礼

調
度
に
お
け
る
地
塗
の
逆
転
の
実
例
と
し
て
、
寛
延
元
年（
一
七
四
八
）に
尾
張
家
か
ら

上
杉
家
八
代
重
定
に
嫁
い
だ
豊
姫（
尾
張
家
八
代
宗
勝
の
娘
）の
婚
礼
調
度
「
橘
松
竹
南
天

蒔
絵
調
度
」（
米
沢
市
上
杉
博
物
館
蔵
）を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
調
度
は
、総
体
を
黒
塗

と
し
、
土
坡
か
ら
立
ち
上
が
る
松
の
大
木
に
橘
と
竹
の
風
景
模
様
を
配
し
、
葵
紋
を
散

ら
し
た
意
匠
を
薄
肉
の
高
蒔
絵
で
表
し
た
調
度
で
、
鏡
・
鏡
箱
・
鏡
建
・
香
道
具
・
角

赤
手
箱
・
挟
箱
が
伝
存
す
る
。
鏡
を
除
き
、
器
物
の
外
側
は
黒
塗
で
あ
る
の
に
対
し
、

香
盆（
図
3
）の
底
裏
の
高
台
内（
図
4
）や
鏡
箱
の
見
込
は
金
粉
を
密
に
蒔
い
た
濃
梨
子

地
、
挟
箱
・
角
赤
手
箱
の
内
側
は
村
梨
子
地
で
あ
る
。
と
り
わ
け
香
盆
は
黒
塗
の
落
ち

着
い
た
外
観
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
、
底
裏
は
純
度
の
高
い
金
粉
を
き
ら
び
や
か

に
蒔
い
た
濃
梨
子
地
と
な
っ
て
お
り
、
観
る
者
の
意
表
を
突
く
。

こ
の
地
塗
の
逆
転
の
理
由
と
し
て
は
、
享
保
九
年（
一
七
二
四
）六
月
の
御
触
書
で
、

婚
礼
や
贈
答
を
万
事
軽
く
し
、
国
持
大
名
で
も
新
規
の
漆
工
品
は
「
軽
き
梨
子
地
蒔
絵

に
過
ぐ
べ
か
ら
ず
」、
大
名
の
婦
人
の
乗
物
や
長
持
な
ど
は
「
黒
塗
蒔
絵
之
紋
よ
り
上

の
結
構
い
た
す
べ
か
ら
ず
」
と
倹
約
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
建
前
で
は

黒
塗
の
制
約
を
守
り
つ
つ
も
、
内
側
や
底
裏
と
い
っ
た
目
に
つ
か
な
い
部
分
に
は
濃
梨

子
地
や
村
梨
子
地
を
施
し
て
お
り
、
梨
子
地
の
持
つ
格
の
高
さ
に
託
し
て
、
尾
張
家
と

い
う
高
い
家
格
を
誇
る
意
識
が
窺
え
る
。

現
存
す
る
維
君
の
乗
物
や
挟
箱
・
茶
弁
当
を
確
認
す
る
と
、
乗
物
の
内
側
は
玉
状
に

金
粉
を
蒔
い
た
村
梨
子
地（
図
1
）、
底
裏
は
黒
塗
で
あ
り
、
挟
箱
の
蓋
裏
は
乗
物
と
同

様
の
村
梨
子
地
、
底
裏
は
薄
梨
子
地
で
あ
る
。
茶
弁
当
は
内
側
・
底
裏
と
も
に
黒
塗
だ

が
、
内
容
品
で
あ
る
茶
碗
付
の
蓋
裏
は
や
は
り
玉
状
の
村
梨
子
地
で
あ
る（
図
5
・
6
）。

比
較
対
象
と
し
て
は
時
代
が
下
が
る
が
、
尾
張
家
十
四
代
慶
勝
の
正
室
矩か

ね

姫ひ
め

が
弘
化
四

年（
一
八
四
七
）に
二
本
松
丹
羽
家
か
ら
持
参
し
た
と
み
ら
れ
る
松
竹
梅
唐
草
蒔
絵
の
守

刀
箱
・
髢
箱
・
塵
壺（
図
7
）が
、
内
外
す
べ
て
黒
塗
で
あ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

維
君
の
婚
礼
調
度
は
、
表
向
き
は
格
下
の
黒
塗
で
あ
る
が
、
内
側
の
濃
村
梨
子
地
に

着
目
す
れ
ば
、
公
家
に
嫁
ぐ
際
の
序
列
に
か
な
う
。
第
五
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
維

君
の
婚
礼
準
備
に
際
し
て
は
「
厳
敷
倹
約
中
」
で
あ
る
た
め
、「
萬
端
先
格
を
離
れ
省

略
之
事
」
と
簡
素
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
に
触
れ
る
こ
と
の
少
な

い
調
度
の
内
側
や
底
裏
を
、
敢
え
て
費
用
と
手
間
の
か
か
る
濃
村
梨
子
地
や
薄
梨
子
地

と
す
る
あ
た
り
に
、
御
三
家
出
身
の
新
婦
へ
の
配
慮
や
家
と
し
て
体
面
を
保
つ
必
要
性

が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
で
は
、
溶
姫
と
純
姫
の
婚
礼
道
具
が
総
体
黒
漆
塗
で
あ
る
の

に
対
し
、
内
部
を
玉
状
に
金
粉
を
蒔
い
た
玉
梨
子
地
と
す
る
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、

地
塗
の
逆
転
は
必
ず
し
も
尾
張
家
に
限
ら
な
い
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
将
軍
を
は
じ

め
大
名
の
婚
礼
で
倹
約
が
唱
え
ら
れ
、
器
表
の
仕
様
が
村
梨
子
地
や
黒
塗
の
み
と
制
約

を
受
け
る
な
か
で
、
内
側
や
底
裏
の
仕
様
が
序
列
の
対
象
と
な
り
、
地
塗
の
逆
転
が
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
八

四　

絵
画
と
そ
の
序
列

江
戸
時
代
は
、
婚
礼
に
際
し
て
婚
礼
調
度
だ
け
で
な
く
、
室
内
を
彩
る
屛
風
や
掛
物

の
ほ
か
、
書
棚
に
飾
る
絵
巻
な
ど
の
絵
画
も
用
意
さ
れ
た
。
本
史
料
に
も
軸
台
を
伴
う

114
「
御
軸
物
」
が
一
件
、
115
「
御
懸（
掛
）物
」
は
三
幅
対
・
二
幅
対
・
竪
物
・
横
物
が

九
件
、
144
「
御
屛
風
」
は
六
曲
一
双
や
二
曲
一
双
・
翠
簾
屛
風
・
小
屛
風
・
風
炉
先
屛

風
な
ど
十
五
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
表
具
の
仕
様
も
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
割
愛
し
、
形
態
・
員
数
・
画
題
・
絵
師
の
み
を
表
5
に
ま
と
め
た
。

画
題
は
花
鳥
画
や
名
所
絵
・
月つ

き

次な
み

絵え

・
和
漢
故
事
人
物
図
・
耕
作
図
な
ど
多
岐
に
わ

た
る
。
と
く
に
「
小

（
マ
マ
）蝶

船
遊
之
図
」「
源
氏
絵
合
松
風
等
」
の
源
氏
絵
の
ほ
か
、「
太
真

王
夫
人
」「
西
王
母
」「
紫
式
部
・
清
少
納
言
」
と
い
っ
た
女
性
を
描
い
た
画
題
が
多
い

の
は
、
婚
礼
道
具
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

絵
師
は
十
四
名
を
数
え
る
。
こ
の
う
ち
掛
物
に
名
の
挙
が
る
狩
野
探
幽
や
狩
野
栄
川

院
典
信
・
板
谷
桂
舟（
慶
舟
）広
当
・
沈
南
蘋
は
、
文
化
五
年（
一
八
〇
八
）の
維
君
の
婚

礼
準
備
時
に
は
す
で
に
故
人
で
あ
る
た
め
、
既
存
の
掛
物
を
取
り
混
ぜ
て
婚
礼
道
具
を

調
製
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
維
君
の
婚
礼
に
際
し
て
新
た
に
彩
管
を

揮
っ
た
絵
師
は
、
幕
府
の
御
用
を
務
め
る
奥
絵
師
の
狩
野
養
川
院
惟
信
・
狩
野
伊
川
栄

信
・
住
吉
内
記
広
行
・
板
谷
桂
意
広
長
、
表
絵
師
の
狩
野
洞
白
愛
信
、
尾
張
藩
の
絵
師

の
今
村
養
寿
・
神
谷
養
朔
・
田
村
久
三
郎
・
河
嶋
雪
亭
・
神
谷
養
秋
の
総
勢
十
名
と
な

る
。婚

礼
道
具
の
絵
画
製
作
に
つ
い
て
は
、
狩
野
晴
川
院
養
信
の
『
公
用
日
記
』
に
詳
し

く
、
十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
た
ち
の
絵
画
製
作
の
例
が
知
ら
れ
る
。
家
斉
の
娘
の
婚
礼

で
は
、
掛
物（
三
幅
対
・
二
幅
対
・
横
物
）、
屛
風（
大
屛
風
・
中
屛
風
・
腰
屛
風
・
二
枚
折
屛
風
）、

衝
立
・
軸
物
な
ど
が
複
数
の
奥
絵
師
に
よ
っ
て
分
担
製
作
さ
れ
た
。
画
題
は
画
一
的

で
、
花
鳥
画
・
山
水
画
・
名
所
絵
・
耕
作
図
の
ほ
か
、
源
氏
絵
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

維
君
の
絵
画
の
道
具
立
て
や
画
題
は
、
十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
た
ち
と
大
き
な
違
い

は
な
い
が
、
本
史
料
で
は
屛
風
に
「
御
客
前
御
囲
」「
常
御
座
之
間
」「
御
化
粧
之
間
」「
御

寝
所
」
と
用
途
と
使
用
場
所
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。「
御
客
前
御
囲
」

は
来
客
時
の
使
用
、「
常
御
座
之
間
」「
化
粧
之
間
」「
御
寝
所
」
は
維
君
が
日
常
生
活

を
送
る
居
室
で
の
使
用
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、「
御
客
前
御
囲
」
と
「
常
御
座
之
間
」

以
下
の
部
屋
で
は
担
当
絵
師
の
身
分
が
大
き
く
異
な
る
。
前
者
は
幕
府
の
奥
絵
師
、
後

者
は
尾
張
藩
の
絵
師
で
あ
り
、
明
確
に
一
線
が
引
か
れ
て
い
る
。「
御
客
前
御
囲
」
の

屛
風
は
、
客
人
の
目
に
触
れ
、
ま
た
客
人
を
迎
え
る
ハ
レ
の
行
事
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、

名
の
あ
る
幕
府
の
奥
絵
師
に
揮
毫
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
壁
貼
付
や
障
子
な
ど

殿
舎
に
付
随
す
る
絵
画
で
は
、
殿
舎
の
役
割
と
機
能
に
応
じ
た
画
題
や
絵
師
の
序
列
化

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
移
動
可
能
な
屛
風
に
お
い
て
も
担
当
絵
師
の
区
別
が
あ
っ
た

こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
。

な
お
、
掛
物
の
筆
者
も
含
め
、
幕
府
の
絵
師
は
い
ず
れ
も
維
君
の
養
父
で
あ
る
尾
張

家
九
代
宗
睦
の
時
代
か
ら
頻
繁
に
江
戸
上
屋
敷
の
市
谷
邸
に
出
入
り
し
、
席
画
を
は
じ

め
御
用
を
受
け
て
い
た
絵
師
で
あ
る
。
栄
川
院
典
信
・
養
川
院
惟
信
・
伊
川
栄
信
は
木

挽
町
狩
野
家
の
六
〜
八
代
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
三
代
に
わ
た
っ
て
宗
睦
の
御
用
を
受

け
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
洞
白
愛
信
は
駿
河
台
狩
野
家
五
代
で
、
少
な
く

と
も
父
の
四
代
洞
春
の
代
か
ら
市
谷
邸
に
出
入
り
し
て
い
た
。
住
吉
内
記
広
行
と
板
谷

桂
意
広
長
は
、
板
谷
桂
舟
広
当
の
息
子
で
、
宗
睦
の
特
命
を
受
け
て
親
子
三
人
で
「
東

照
宮
縁
起
絵
巻
」（
名
古
屋
東
照
宮
蔵
）を
製
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、
尾
張
藩
の
絵
師
の
今
村
養
寿
・
神
谷
養
朔
・
田
村
久
三
郎
・
河
嶋
雪
亭
・
神

（
42
）

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

一
九

形態 員数 画題 絵師 絵師名（生歿年）・身分
御軸物 二巻 四季耕作 住吉内記筆 住吉広行（1754 ～ 1811）

奥絵師 住吉家5代
御懸物 九通
　三幅対 壱通 中 太真王夫人　左右 百禽 狩野栄川院筆 狩野典信（1730 ～ 90）

奥絵師　木挽町狩野家6代
　三幅対 壱通 中 林和清　左右 山水 探幽筆 狩野探幽（1602 ～ 74）

奥絵師
　三幅対 壱通 雪月花之繪

中 業平　左 紫式部
右 清少納言

内記筆 前出

　二幅対 壱通 左 吉野　右 龍田 狩野養川院筆 狩野惟信（1753 ～ 1808）
奥絵師　木挽町狩野家7代

　二幅対 壱通 左 雪中松梅岩ニ鴛鴦
右 雪中柳竹水中鴨

板谷桂舟筆 板谷広当（1729 ～ 97）
奥絵師 板谷家初代

　竪物 壱幅 福禄寿 狩野伊川筆 狩野栄信（1775 ～ 1828）
奥絵師 木挽町狩野家8代

　竪物 壱幅 小（ママ）蝶船遊之図 板谷桂意筆 板谷広長（1760 ～ 1814）
奥絵師 板谷家2代

　横物 壱幅 菊慈童 狩野洞白筆 狩野愛信（1772 ～ 1821）
駿河台狩野家5代

　横物 壱幅 柳唐鴨 南頻（ママ）筆 沈南蘋（1682 ～ 1760？）
御屛風 拾五双
　御客前御囲共
　三双之内

六枚折
壱双

表 惣金紅白梅 養川院筆 前出
裏 印金紙

六枚折
壱双

表 桐鳳凰 伊川筆 前出
裏 惣金墨絵岩 佳（ママ）意筆 前出

六枚折
壱双

表 源氏絵合松風等 桂意筆 前出
裏 吉野滝田

　常御座之間
　弐双之内

六枚折
壱双

表 西王母 養寿筆 今村養寿（？～ 1808）
尾張藩御用絵師　惟信門人裏 印金紙

六枚折
壱双

表 四季山水琴碁（ママ）書画 養寿筆 前出
裏 柳ニ燕

　御化粧之間 六枚折
壱双

表 十二月景色 養朔筆 神谷養朔（？～ 1824）
尾張藩御用絵師 
神谷栄寿（今村養寿か）の子

裏 印金紙

　御寝所 六枚折
壱双

押繪 表 定家卿十二月歌意 久三郎 田村久三郎（？～ 1818）
尾張藩御用絵師 板谷桂意門人裏 印金紙

六枚折
壱双

表 四季之鶴 雪亭筆 河嶋雪亭（生歿年不明）
尾張藩御用絵師 裏 印金紙

　御翠簾屏風 壱双 表 惣金桃桜 養寿筆 前出
裏 印金紙

　御小屏風 壱双 表 牡丹之画 養秋筆 神谷養秋（？～ 1811）
尾張藩御用絵師か裏 惣金竹

　御小屏風 壱双 表 松竹梅鶴亀 養朔筆 前出
裏 大和耕作

　風呂先二枚折 壱双 表 住吉小鷹狩 久三郎 前出
裏 惣金梅

　風呂先二枚折 壱双 表 秋野々 養朔筆 前出
裏 水鳥

　弐枚折 壱双 表 桜ニ孔雀 桐ニ鳳凰 養朔筆 前出
裏 若松

　同断 壱双 表 牡丹 久三郎 前出
裏 印金紙　

　御次屛風 拾双 からかみ張 土佐張

表5　「維学心院様　御婚礼御道具帳写」にみる絵画

凡例
・形態・員数・画題・絵師については本史料の表記に従った。但し、読みやすさを考慮し、適宜一字あけを行った。
・絵師名（生歿年）・身分は筆者による。
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二
〇

谷
養
秋
は
、
い
ず
れ
も
現
存
作
品
に
乏
し
く
、
記
録
の
み
で
存
在
が
知
ら
れ
る
者
が
多

い
。
今
村
養
寿
は
狩
野
養
川
院
惟
信
の
門
人
で
、
神
谷
家
と
は
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
神
谷
養
朔
・
養
秋
と
も
に
狩
野
派
の
画
系
で
あ
る
。
ま
た
田
村
久
三
郎

は
、
板
谷
桂
意
広
長
の
門
人
で
絵
の
心
得
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
絵
師
と
し
て
抱
え
ら
れ

た
。
河
嶋
雪
亭
は
寛
政
十
二
年
か
ら
尾
張
家
か
ら
扶
持
三
人
分
を
受
け
て
い
る
。『
無
名

翁
随
筆
』
に
名
が
見
え
る
雪
舟
画
系
の
「
川
島
雪
亭
」
は
尾
張
藩
の
上
屋
敷
が
あ
っ
た

「
市
ヶ
谷
」
に
住
し
た
こ
と
か
ら
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

幕
府
の
奥
絵
師
や
表
絵
師
が
藩
主
の
御
前
で
席
画
を
行
う
な
ど
重
用
さ
れ
た
の
に
対

し
、
尾
張
藩
の
絵
師
は
年
頭
の
挨
拶
に
藩
主
に
目
通
り
す
る
程
度
で
、
御
目
見
え
す
る

こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
名
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
身
分
の
差
が
屛
風
の
格
付

け
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
表
と
奥（
公
と
私
）や
ハ
レ
と
ケ（
非
日
常
と
日

常
）の
区
別
を
明
確
に
し
、
格
式
や
名
を
重
ん
じ
た
江
戸
時
代
な
ら
で
は
の
絵
画
製
作

の
一
面
が
窺
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
序
列
の
あ
り
よ
う
は
、
婚
礼
調
度
の
仕
様
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

五　

裏
御
殿
の
造
営
と
付
人

両
家
間
の
取
り
決
め

前
章
ま
で
維
君
の
婚
礼
道
具
に
お
け
る
蒔
絵
調
度
お
よ
び
絵
画
と
そ
の
序
列
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
が
、
陽
明
文
庫
蔵
の
一
連
の
文
書
か
ら
は
、
婚
礼
道
具
の
み
な
ら
ず
、

両
家
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
状
や
諸
記
録
を
通
じ
て
、
維
君
の
婚
礼
に
お
け
る
両
家
間

の
取
り
決
め
や
準
備
過
程
も
詳
細
に
確
認
で
き
る
。
尾
張
家
と
近
衛
家
、
す
な
わ
ち
大

名
家
と
公
家
と
の
婚
姻
は
、
将
軍
家
と
大
名
家
、
あ
る
い
は
大
名
家
間
で
の
婚
姻
と
は

異
な
る
点
も
垣
間
見
え
る
た
め
、
本
章
で
は
婚
礼
道
具
に
と
ど
ま
ら
ず
、
維
君
の
住
居

と
な
っ
た
裏
御
殿
の
造
営
と
そ
こ
に
派
遣
さ
れ
る
付
人
の
存
在
と
い
う
大
き
な
特
徴
に

つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。

第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
近
衛
家
か
ら
申
出
の
あ
っ
た
縁
組
は
、
文
化
三
年（
一

八
〇
六
）九
月
十
七
日
付
の
書
状
に
よ
り
尾
張
家
か
ら
縁
組
の
内
諾
を
得
て
、
婚
礼
の

準
備
は
両
家
の
間
で
内
密
に
進
め
ら
れ
た
。
翌
四
年
三
月
四
日
に
は
、
近
衛
家
諸
大
夫

の
斎
藤
若
狭
守
が
江
戸
へ
赴
き
、
尾
張
家
の
付
家
老
で
あ
る
成
瀬
正
典
、
用
人
の
中
野

甚
五
兵
衛
と
対
面
し
た
う
え
で
折
衝
が
重
ね
ら
れ
た
。
同
年
八
月
上
旬
に
縁
組
が
公
表

さ
れ
、
同
五
年
二
月
中
に
入
輿
が
予
定
さ
れ
る
な
か
、
尾
張
家
か
ら
婚
礼
準
備
に
関
す

る
取
り
決
め
が
打
診
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
左
記
の
三
点
で
あ
る
。

①
厳
敷
倹
約
中
ニ
付
、
御
婚
礼
式
諸
道
具
、
附
属
人
数
等
を
初
、
平
生
之
調
度
ニ

至
迄
、
萬
端
先
格
を
離
れ
省
略
之
事

但
、
年
中
御
祝
ひ
事
幷
御
遊
興
御
取
か
わ
し
の
品
々
ま
て
も
、
可
成
丈
御
手
軽

之
御
倹
素
第
一
之
御
仕
向
ニ
被
在
之
度
事

②
裏
御
殿
、
是
迄
之
御
住
居
向
、
御
文
庫
等
迄
も
御
用
ひ
ニ
相
成
、
無
御
余
儀
之

分
は
か
り
建
副
之
事

③
御
表
方
江
米
金
等
被
進
之
品
御
座
あ
る
ま
し
き
事

（
丸
付
き
数
字
・
読
点
は
筆
者
に
よ
る
）

①
は
厳
し
い
倹
約
中
で
あ
る
た
め
、
婚
礼
式
の
諸
道
具
や
維
君
付（
役
人
や
使
用
人
、

女
中
）の
人
数
、
日
常
で
用
い
る
調
度
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
先
格
を
踏
襲
す
る
こ
と

な
く
省
略
し
、
年
中
行
事
の
祝
儀
の
贈
答
な
ど
も
倹
素
第
一
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
先

格
と
は
、
延
享
二
年（
一
七
四
五
）に
近
衛
内
前
に
嫁
い
だ
頼
君
の
婚
礼
を
指
す（
表
1
参

照
）。
②
の
「
裏
御
殿
」
と
呼
ば
れ
る
維
君
専
用
の
殿
舎
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

（
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二
一

御
住
居
向
を
使
用
し
、
余
儀
な
き
場
合
に
の
み
建
て
添
え
る
と
あ
る
。
③
の
「
御
表

方
」
は
近
衛
家
の
表
向
き
、
す
な
わ
ち
夫
と
な
る
基
前
を
中
心
と
し
た
近
衛
家
の
家
政

を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
へ
米
や
金
銭
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
内
容
で
あ

る
。し

か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
尾
張
家
か
ら
の
打
診
内
容
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
通

り
に
進
め
ら
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
に
付
さ
れ
た
付
札
の

文
言
か
ら
確
認
で
き
る
。

①
の
付
札
「
此
儀
御
尤
ニ
承
り
申
候
、
御
直
ニ
申
入
候
通
、
程
よ
く
御
取
斗
可
被

下
候
事
」

②
の
付
札
「
此
儀
御
直
談
ニ
御
承
知
被
下
候
通
、
程
よ
く
御
裏
御
殿
御
造
作
被
進

候
様
致
度
候
事
」

③
の
付
札
「
此
儀
、
此
御
方
ゟ
被　

仰
入
り
之
義
ハ
無
御
座
候
間
、
御
都
合
次
第

ニ
而
宜
敷
候
事
」　

①
の
婚
礼
式
や
諸
道
具
の
調
製
、
付
人
の
省
略
、
祝
儀
の
贈
答
の
倹
素
化
に
つ
い
て

は
特
に
異
議
は
な
く
、
③
の
米
・
金
等
の
提
供
に
つ
い
て
も
近
衛
家
側
か
ら
の
要
望
で

も
な
い
た
め
問
題
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
②
の
裏
御
殿
に
つ
い
て
は
、
尾
張
家
の

申
し
出
に
反
し
、
新
た
に
造
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

裏
御
殿
の
造
営
と
付
人

新
婦
専
用
の
御
殿
と
い
え
ば
、
将
軍
の
姫
君
が
大
名
家
に
嫁
ぐ
際
、
大
名
家
側
で
は

江
戸
屋
敷
に
「
御
守
殿
」「
御
住
居
」
と
呼
ば
れ
る
姫
君
専
用
の
御
殿
を
新
築
し
て
迎

え
、
幕
府
か
ら
は
付
人
や
女
中
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
維
君
の

婚
礼
で
は
、
裏
御
殿
の
建
築
費
を
新
婦
側
の
尾
張
家
が
負
担
し
た
。
後
日
、
先
例
と
し

て
頼
君
の
御
殿
の
図
面
や
当
時
の
敷
地
図
な
ど
に
加
え
、
裏
御
殿
の
各
部
屋
の
一
坪
当

り
の
見
積
も
り
が
近
衛
家
側
の
棟
梁
か
ら
提
出
さ
れ
た
が
、
高
額
で
あ
っ
た
た
め
、
尾

張
家
側
で
再
度
見
積
も
り
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
は
江
戸
か
ら
作
事
方
下
役
や
棟

梁
・
肝
煎
大
工
・
諸
職
人
が
派
遣
さ
れ
、
八
月
二
十
一
日
に
地
鎮
祭
を
行
い
、
年
内
の

完
成
を
目
指
し
て
裏
御
殿
・
御
懸
屋
敷
・
長
屋
の
作
事
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
。

裏
御
殿
に
は
、
梁
二
間
の
上
段
を
備
え
る
御
対
面
所
・
御
座
之
間
・
御
寝
所
・
御
居

間
・
御
次
・
御
次
口
・
御
三
之
間
・
御
化
粧
之
間
が
あ
り
、
こ
れ
に
御
玄
関
・
御
次
幷

女
中
溜
辺
・
使
者
之
間
・
上
御
廊
下
・
御
臺
所
・
御
湯
殿
・
御
両
便
所
・
諸
役
所
・

御
納
戸
・
次
廊
下
・
長
局
・
物
置
・
次
湯
殿
・
次
両
便
所
が
備
わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。
裏
御
殿
の
主
人
で
あ
る
維
君
の
居
住
空
間
や
維
君
付
の
女
中
の
詰
所
や
住
居
の
ほ

か
、「
諸
役
所
」
は
維
君
付
の
男
性
の
役
人
が
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
詰
所
と
考
え
ら
れ
、

こ
れ
は
大
名
家
の
奥
向
で
い
う
「
広
敷
向
」
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
裏
御
殿
と
は
別
に

（
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建
て
ら
れ
た
御
懸
屋
敷
と
長
屋
は
、
維
君
付
の
役
人
や
使
用
人
た
ち
の

住
居
で
あ
ろ
う
。

維
君
の
婚
礼
に
際
し
て
は
、
附
用
人
の
森
川
喜
兵
衛
を
筆
頭
に
男
性

の
役
人
十
八
人
、
御
歩
行
以
下
が
五
十
八
人
、
ま
た
女
中
は
上
﨟
以
下

三
十
二
人
の
総
勢
百
八
人
が
尾
張
家
か
ら
派
遣
さ
れ
た（
表
6
）。
①
の

取
り
決
め
で
、
維
君
付
の
役
人
は
婚
礼
道
具
と
同
様
に
「
萬
端
先
格
を

離
れ
省
略
之
事
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
数
は
、
文
化
三
年
に
尾
張

（
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（
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役人

附用人 1
同醫師 1
同用役 3
同侍目附 3
同侍 2
同用達 1
同物書 1
同歩行 6

御歩行
以下

御臺所人 2
御賄人 2
同心組頭※ 2
同心組 20
御中間 27
御下男 5

小計 76

女中

上臈 1
老女 2
御若年寄 1
中臈 6
小性 2
表使 1
右筆 1
次 4
三之間 4
中居 3
使番 1
茶之間 1
走女 5

小計 32
計 108

表6　維君の付人

※は御中間頭支配兼。
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二
二

家
十
代
斉
朝
に
嫁
い
だ
十
一
代
将
軍
家
斉
の
長
女
淑
姫
の
公
儀
付
人
五
十
七
人
、
女
中

七
十
一
人
の
総
勢
百
二
十
八
人
と
比
較
す
る
と
八
割
ほ
ど
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
少
な

く
な
い
人
数
で
あ
る
。
将
軍
家
の
「
御
守
殿
」「
御
住
居
」
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

だ
が
、
尾
張
家
に
お
い
て
も
婚
礼
の
際
に
同
様
の
制
度
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
特
筆

さ
れ
よ
う
。

先
述
し
た
屛
風
は
、
維
君
の
住
居
と
な
る
裏
御
殿
で
の
使
用
を
想
定
し
た
上
で
、
使

用
場
所
が
指
定
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
維
君
の
婚
礼
は
、
婚
儀
や
そ
の
後
に
必
要
な
道

具
の
み
な
ら
ず
、
居
住
空
間
で
あ
る
裏
御
殿
、
ま
た
そ
の
生
活
を
支
え
る
付
人
で
あ
る

尾
張
藩
士
や
女
中
も
含
め
、
い
わ
ば
丸
抱
え
で
尾
張
家
が
用
意
し
た
。
婚
礼
準
備
や
道

具
の
調
製
、
付
人
の
人
数
な
ど
は
倹
約
を
旨
と
し
つ
つ
も
、
実
際
に
は
大
規
模
な
製

作
・
組
織
体
制
が
敷
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

六　

維
君
の
婚
礼
道
具
の
ゆ
く
え

婚
礼
道
具
の
再
利
用

は
じ
め
に
触
れ
た
通
り
、
維
君
の
婚
礼
調
度
の
一
部
と
し
て
、
乗
物
を
は
じ
め
挟

箱
や
茶
弁
当
な
ど
五
件
七
点
が
徳
川
美
術
館
に
現
存
す
る
。
近
衛
家
か
ら
尾
張
家
へ

返
還
さ
れ
、
さ
ら
に
蓑
箱
一
件
を
新
調
補
完
し
た
う
え
で
、
同
家
十
四
代
慶
勝
の
正
室

矩
姫
の
婚
礼
道
具
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
、
小
池
富
雄
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。

矩
姫
は
、
一
万
七
百
石
の
小
大
名
で
あ
る
奥
州
二
本
松
の
丹
羽
長
富
の
娘
で
、
弘
化

四
年（
一
八
四
七
）十
一
月
十
三
日
に
尾
張
家
の
分
家
で
あ
る
高
須
松
平
家（
石
高
三
万
石
）

の
世
子
慶
勝（
当
時
は
義
恕
）と
「
内
々
婚
姻
」
し
、
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）四
月
二
十
八

日
に
正
式
に
婚
姻
し
た
。
し
か
し
、
翌
月
六
日
に
尾
張
家
十
三
代
慶
臧
が
急
逝
し
た
た

め
、
慶
勝
が
本
家
の
養
子
に
迎
え
ら
れ
、
六
月
四
日
に
尾
張
家
を
相
続
し
た
。
こ
の
た

め
、
矩
姫
も
夫
に
伴
い
、
江
戸
上
屋
敷
の
市
谷
邸
内
に
設
け
ら
れ
た
矩
姫
専
用
の
松
御

殿
に
入
っ
た
。

徳
川
美
術
館
に
は
、
矩
姫
の
実
家
で
あ
る
丹
羽
家
の
家
紋
で
あ
る
直す

じ

違か
い

紋も
ん

を
付
け
た

黒
塗
の
松
竹
梅
唐
草
蒔
絵
の
髢

か
も
じ

箱ば
こ

・
塵
壺
・
守
刀
箱
の
ほ
か
、
家
紋
の
な
い
梨
子
地
の

松
竹
梅
唐
草
蒔
絵
の
雛
道
具
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
矩
姫
が
高
須
松
平

家
に
嫁
い
だ
際
に
持
参
し
た
婚
礼
道
具
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
持
参
道
具
で
は
尾
張
家
の
正
室
の
格
式
に
見
合
わ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め

か
、
格
式
に
応
じ
た
矩
姫
の
婚
礼
道
具
を
整
え
る
必
要
が
急
遽
生
じ
た
も
の
の
、
厳
し

い
財
政
事
情
も
あ
り
、
弘
化
四
年
七
月
二
十
六
日
に
歿
し
た
維
君
の
婚
礼
道
具
の
再
利

用
が
企
図
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

近
衛
家
に
残
さ
れ
た
婚
礼
道
具

矩
姫
が
藩
主
の
正
室
と
し
て
尾
張
家
に
迎
え
ら
れ
た
嘉
永
二
年
、
江
戸
在
住
で
御
用

人
格
の
武
野
新
右
衛
門
か
ら
、
当
時
、
無
役
で
あ
っ
た
尾
張
藩
士
の
天
野
藤
十
郎
と
千

賀
与
八
郎
に
対
し
、
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
維
君
の
婚
礼
道
具
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

が
あ
っ
た
。
同
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
御
広
敷
御
用
人
や
関
係
各
所
か
ら
返
答

と
し
て
寄
せ
ら
れ
た
書
状
五
通
が
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
御
広
敷
御
用
人
か
ら
の
書
状
二
通
に
は
、「
京
地
ニ
御
残
相
成
候
御
品
等
之
廉
ハ

不
相
見
趣
」
と
あ
る
。
京
都
の
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
維
君
の
道
具
は
「
廉や

す

っ
ぽ
く
は
見

え
な
か
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
尾
張
家
正
室
の
格
式
に
ふ
さ
わ
し
い
矩
姫
の
婚

礼
道
具
を
整
え
る
に
あ
た
り
、「
廉
」
で
な
い
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

し
か
し
、
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
婚
礼
道
具
の
探
索
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
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維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二
三

維
君
付
の
御
用
役
を
務
め
た
神
谷
喜
左
衛
門
の
書
状
に
は
、
維
君
の
歿
後
に
婚
礼
道
具

の
整
理
に
立
ち
会
っ
た
御
用
人
の
今
泉
源
内
か
ら
の
聞
き
取
り
を
踏
ま
え
、
婚
礼
道
具

が
い
か
に
整
理
さ
れ
た
か
、
ま
た
そ
の
所
有
権
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
が

示
さ
れ
て
い
る
。
左
記
に
一
部
を
紹
介
す
る
。

上①

々
様
方
江
之
為
御
遺
物
被
進
物
を
初
メ
、　

近②

衛
様
江
御
譲
り
ニ
相
成
候
御
道

具
類
、
尾③

地
江
相
廻
り
候
御
道
具
類
幷
夫④

々
江
被
下
ニ
相
成
候
品
々
共
、
委
細
御

指
圖
之
通
取
斗
、
就
中　

近
衛
様
江
御
譲
り
ニ
相
成
候
御
道
具
之
内
、
御
手
道
具

之
分
者
、
不
残
大
奥
溜
り
間
ニ
並
へ
立
、
御
附
老
女
幷
御
用
役
立
合
ニ
而
帳
面
ニ

引
合
、
表
方
老
女
江
引
渡
請
取
書
取
置
、
表
向
江
引
渡
候
分
者
、
御
對
面
所
等
ニ

並
へ
置
、
是
又
帳
面
ニ
引
付
、
御
家
司
江
引
渡
請
取
書
取
、
夫
々
取
束
、
源
内
ゟ

委
曲
申
達
候
覚
悟
ニ
御
座
候
、
夫
ニ
付
御
内
々
演
説
ニ
而
、
御
咄
申
候
通
、
右
奥

廻
り
之
御
道
具
之
儀
者
、
殊
更　

近
衛
大
御
所
様
、
深
御
内
慮
之
趣
茂
被
為
在

候
由
ニ
而
、
御
本
殿
江
御
引
取
者
不
被
遊
、
其
儘　

舊
御
殿
奥
御
土
蔵
ニ
被
指
置
、

全
く
御
預
り
之
御
心
得
ニ
被
為
在
候
由
、
在
京
中
老
女
ゟ
粗
承
知
罷
在
候
、
然
處

下
々
ニ
而
者
、
専　

大
御
所
様
之
御
素
意
を
酌
取
、
最
早
其
比
ニ
而
茂
、
御
預
り

之
御
道
具
与
而
已
相
唱
候
付
、
其
後
表
方
夫
々
役
々
茂
退
隠
等
ニ
相
成
候
間
、
決

而
唯
今
ニ
而
者
、
御
譲
り
之
名
目
者
致
消
滅
候
儀
与
被
察
候
付
而
者
、
甚
敷
愚
按

ニ
而
推
量
ヶ
間
敷
候
得
共
、
右
御
預
り
の
名
目
を
御
聞
取
ニ
相
成
、
別
段
京
地
ニ

残
居
候
御
道
具
茂
有
之
候
事
歟
与
御
不
審
ニ
相
成
、
御
尋
御
座
候
哉
も
難
斗

（
読
点
、
丸
囲
み
数
字
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

維
君
の
歿
後
、
そ
の
婚
礼
道
具
は
①
親
類
へ
の
形
見
分
け
、
②
近
衛
家
へ
御
譲
り
の

道
具
、
③
尾
張
家
へ
送
る
道
具
、
④
家
臣
や
女
中
へ
下
賜
し
た
道
具
と
分
け
ら
れ
た
。

問
題
の
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
道
具
と
は
、
②
の
御
譲
り
の
道
具
を
指
す
。
近
衛
家
へ
御

譲
り
の
道
具
の
う
ち
、
御
手
道
具
は
す
べ
て
大
奥
溜
り
間
に
並
べ
、
維
君
御
付
の
老
女

と
御
用
役
の
立
ち
合
い
の
も
と
、
帳
面
と
突
き
合
わ
せ
て
、
近
衛
家
の
老
女
へ
引
き
渡

し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
う
ち
表
向
き
へ
と
引
き
渡
す
道
具
は
、
御
対
面
所
に
並
べ
立

て
、
同
様
に
近
衛
家
の
家
司
へ
引
き
渡
し
た
。

し
か
し
、
近
衛
大
御
所
様（
忠
煕
）は
、
道
具
を
近
衛
家
の
本
殿
に
引
き
取
る
こ
と
な

く
、
そ
の
ま
ま
旧
御
殿
の
土
蔵
に
残
し
置
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
忠
煕
が
「
御
預
り
之

御
心
得
」
で
あ
っ
た
た
め
と
す
る
。
つ
ま
り
、
名
目
は
「
御
譲
り（
譲
渡
）」
で
あ
っ
て

も
、
あ
く
ま
で
近
衛
家
が
預
か
っ
た
道
具
で
あ
り
、
所
有
権
は
実
家
の
尾
張
家
に
帰
属

す
る
と
い
う
認
識
が
忠
煕
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
神
谷
は
、
現
状
で
は
す
で
に
御
譲

り
の
名
目
は
消
え
て
い
る
と
推
量
し
つ
つ
も
、
維
君
御
付
の
役
人
が
近
衛
家
か
ら
退
隠

し
た
現
在
で
は
、「
御
預
り
の
名
目
」
を
持
ち
出
し
て
、
近
衛
家
に
残
さ
れ
た
道
具
に

つ
い
て
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
は
不
審
に
思
わ
れ
、
実
際
に
は
、
問
い
合
わ
せ
が
難
し
い

と
述
べ
て
い
る
。

婚
礼
道
具
は
、
歴
代
当
主
が
代
々
伝
え
て
い
く
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
表
道
具

と
は
異
な
り
、
所
有
者
個
人
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
所
有
者
の
意
志
で
、
生
前
か

ら
親
族
や
関
係
者
な
ど
に
分
与
さ
れ
、
ま
た
歿
後
に
も
形
見
と
し
て
分
与
さ
れ
た
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
拙
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
婚
家
で
用
意
さ
れ
た
待
請
道
具
は
、
所

有
者
が
死
去
し
た
後
、
多
く
が
婚
家
に
残
さ
れ
、
適
宜
新
調
し
て
補
完
し
、
別
の
正
室

の
待
請
道
具
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
お
り
、
所
有
権
は
所
有
者
個
人
と
い
う
よ
り
も
、

婚
礼
道
具
を
製
作
し
た
家
側
に
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
書
状
か
ら

も
、
実
家
か
ら
持
参
し
た
婚
礼
道
具
は
、
婚
家
に
と
っ
て
は
「
御
預
り
之
御
道
具
」
で

あ
り
、
所
有
権
は
実
家
に
あ
る
と
い
う
当
時
の
認
識
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
た
と
え
実
家
に
所
有
権
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
嫁
ぎ
先
に
一
旦
収
納
さ
れ
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二
四

た
道
具
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
の
死
か
ら
わ
ず
か
数
年
と
は
い
え
、
そ
の
有
無
を
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
っ
た
現
実
が
垣
間
見
え
る
。
書
状
の
続
報
は
残
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
現
存
す
る
乗
物
や
挟
箱
な
ど
が
い
つ
尾
張
家
に
返
還
さ
れ
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
維
君
の
死
去
や
矩
姫
の
婚
姻
の
時
期
・
経
緯
か
ら
み
て
、
矩
姫
へ
の
形
見

分
け
で
は
な
く
、
尾
張
家
の
所
有
権
を
前
提
に
し
た
返
還
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お　

わ　

り　

に

本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
尾
張
家
か
ら
近
衛
家
へ
嫁
い
だ
維
君
の
婚
礼
の
際
に

用
意
さ
れ
た
婚
礼
道
具
に
つ
い
て
、
そ
の
道
具
目
録
で
あ
る
本
史
料
を
中
心
に
検
討
し

て
き
た
。
維
君
の
婚
礼
は
、
御
三
家
筆
頭
の
尾
張
家
と
公
家
筆
頭
の
近
衛
家
と
い
う
高

い
家
格
を
誇
る
家
同
士
の
結
び
つ
き
で
あ
り
、
そ
の
準
備
や
婚
礼
道
具
の
調
製
に
は
、

倹
素
を
旨
と
し
つ
つ
も
、
家
格
や
体
面
を
重
ん
じ
る
当
時
の
社
会
状
況
が
色
濃
く
反
映

さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
婚
礼
調
度
は
、
そ
の
意
匠
や
加
飾
仕
様
に
厳
格
な
序
列
が
あ

り
、器
表
は
黒
塗
で
あ
っ
て
も
内
側
や
底
裏
に
は
格
上
の
地
塗（
濃
村
梨
子
地
・
薄
梨
子
地
）

が
施
さ
れ
る
な
ど
、
見
え
な
い
部
分
に
ま
で
序
列
化
が
図
ら
れ
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
大
名
や
公
家
の
婚
姻
は
、
個
人
で
は
な
く
家
と
家
の
結
び
つ
き
で
あ

り
、
政
治
的
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
た
。
婚
礼
道
具
は
新
婦
の
生
活
を
支
え
る
単

な
る
道
具
に
留
ま
ら
ず
、
威
信
財
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
、
維
君
の
婚
礼
調
度
や
絵
画

に
み
る
序
列
は
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
維
君
の
婚
礼
道
具
の
一

部
は
後
世
に
再
利
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
分
与
の
実
態
か
ら
、
婚
礼
道
具
の
所
有
権
が
維

君
個
人
で
は
な
く
実
家
の
尾
張
家
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
、
維
君
の
婚
嫁
に
伴
い
、
裏
御
殿
が
造
営
さ
れ
、
付
人
が
多
数
派
遣
さ
れ
た

こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
尾
張
家
か
ら
派
遣
さ
れ
た
付
人
は
交
替
し
つ
つ
も
、
維
君
が

死
去
す
る
ま
で
三
十
八
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
常
駐
し
続
け
た
。
文
政
八
年（
一
八
二

五
）に
は
忠
煕
の
正
室
と
し
て
島
津
斉
宣
の
娘
郁
姫
が
嫁
い
だ
こ
と
か
ら
、
薩
摩
藩
と

の
接
点
も
生
ま
れ
、
と
り
わ
け
維
君
が
晩
年
を
過
ご
し
た
隠
居
屋
敷
で
あ
る
御
花
畑
邸

は
、
尾
張
藩
士
が
京
都
で
他
藩
と
交
流
す
る
窓
口
と
も
な
っ
て
い
た
。
維
君
を
結
節
点

と
し
て
人
脈
と
情
報
が
集
約
さ
れ
、
明
治
維
新
の
際
に
尾
張
家
が
御
三
家
な
が
ら
新
政

府
側
に
付
く
に
い
た
る
政
治
的
な
土
台
と
な
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

婚
礼
道
具
に
お
け
る
序
列
化
、
裏
御
殿
の
造
営
や
付
人
の
派
遣
な
ど
、
婚
礼
を
め
ぐ

る
諸
側
面
を
具
体
的
な
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
後
期
の

大
名
・
公
家
間
の
婚
礼
文
化
や
婚
礼
道
具
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
今
後
も
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
事
例
研
究
を
積
み

重
ね
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
婚
礼
文
化
や
女
性
史
の
さ
ら
な
る
解
明
に
つ
な
げ
た
い
。

（
77
）（

78
）

註（
1
）　

本
稿
で
は
「
初
音
の
調
度
」
や
「
菊
折
枝
蒔
絵
調
度
」
の
よ
う
に
、
統
一
し
た
意
匠
の
蒔

絵
を
施
し
た
漆
器
の
道
具
類
を
指
す
場
合
に
は
「
婚
礼
調
度
」、
そ
れ
以
外
の
絵
画
や
衣
服

な
ど
諸
道
具
も
含
む
場
合
に
は
「
婚
礼
道
具
」
と
呼
称
す
る
。

（
2
）　

①
灰
野
昭
郎
『
日
本
の
美
術　

二
七
七　

 

婚
礼
道
具
』（
至
文
堂
、
一
九
八
九
年
）。

②
『
徳
川
美
術
館 

蔵
品
抄
七　

婚
礼
』（
徳
川
美
術
館
、
一
九
九
一
年
）。

③
『
大
名
家
の
婚
礼
─
お
姫
さ
ま
の
嫁
入
り
道
具
─
』（
仙
台
市
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

④
野
口
朋
子
「
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
期
の
婚
礼
道
具
に
関
す
る
基
礎
研
究
」（『
デ 

ア
ル

テ
』
三
五
、
九
州
藝
術
学
会
、
二
〇
一
九
年
）。

（
3
）　

徳
川
三
代
将
軍
家
光
の
長
女
で
尾
張
家
二
代
光
友
の
正
室
千
代
姫
の
婚
礼
調
度
「
初
音
の

調
度
」
は
、
千
代
姫
が
歿
し
て
三
年
後
に
整
理
さ
れ
た
「
霊
仙
院
様
御
道
具
目
録
」
に
記
録

さ
れ
る（『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
三　

初
音
の
調
度
』
徳
川
美
術
館
、
一
九
八
五
年
）。
ま
た

尾
張
家
九
代
宗
睦
の
正
室
好
君
と
十
一
代
斉
温
の
継
室
福
君
の
婚
礼
調
度
で
あ
る
「
菊
折
枝



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二
五

分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
七
九
二
）。

（
13
）　
「
尾
張
様
江
円
台
院
宮
御
方
御
口
状　

八
月
廿
七
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家

門
篇
三
─
七
四
九
二
）。

　
　

尾
張
様
江
圓
臺
院
宮
御
方
御
口
状

弥
御
安
全
被
成
御
座
目
出
度
思
召
候
、　

琴
姫
様
御
義
、
此
度
加
州
表
御
離
縁
之
義
、

為
御
知
被
仰
進
委
細
御
承
知
被
成
候
、
然
ル
処
早
々
被
仰
進
候
儀
も
御
遠
慮
思
召
候
得

共
、　

内
大
臣
殿
今
以
御
縁
組
等
不
被
為
在
、
彼
是
御
心
急
ニ
思
召
候
ニ
付
、
何
卒　

琴
姫
様
御
事
、　

内
大
臣
殿
江
御
縁
談
之
儀
、
御
取
結
被
成
度
思
召
候
、　

其
御
方
様

御
先
々
ゟ
厚
御
縁
続
之
儀
ニ
被
為
有
候
得
者
、
御
領
掌
被
進
、 

早
々
御
熟
縁
被
為
在
候

得
者
、
甚
御
安
心
ニ
思
召
候
、
何
分
可
然
御
頼
被
仰
入
候
、
何
分
此
段
以
御
使
被
仰
進

候
、
以
上
、

　

八
月
廿
七
日

圓
臺
院
宮
御
使　

立
野
対
馬
守

（
14
）　

白
根
孝
胤
「
御
三
家
に
お
け
る
縁
戚
関
係
の
形
成
と
江
戸
屋
敷
─
尾
張
家
を
中
心
と
し

て
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
四
一
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
15
）　
「
瀧
川
忠
曉
・
成
瀬
正
寿
・
成
瀬
正
典
書
状　

斎
藤
若
狭
守
・
山
科
筑
前
守
・
佐
竹
織
部

正
宛　

九
月
十
九
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
七
九
九
）。
瀧
川

忠
曉
は
江
戸
詰
の
家
老
、
成
瀬
正
寿
は
正
典
の
子
で
あ
る
。

為　

仰
御
状
致
拝
見
候
、　

其
御
所
被
為
揃
、
弥
御
安
泰
被
成
御
座
、
尾
張
殿
珍
重
被

存
候
、
當
方
無
異
儀
被
在
之
候
、
然
者　

御
所
江
琴
姫
御
方
御
縁
組
御
頼
之
通
、
當
月

七
日
被
仰
出
目
出
度
御
満
足
思
召
候
、　

圓
臺
院
宮
御
方
ニ
茂
御
同
様
御
満
足
思
召
候
、

仍
為
御
知
被
仰
進
候
旨
、
御
紙
面
之
趣
相
達
候
處
、
被
致
承
知
御
同
然
、
幾
久
敷
目
出

度
被
存
候
、
猶
追
々
御
嘉
儀
可
被
仰
合
候
、
此
段
定
相
達
旨
被
申
付
候
、
恐
惶
謹
言

　
　

九
月
十
九
日

滝
川
豊
後
守
忠
曉（
花
押
）／
成
瀬
主
殿
頭
正
壽（
花
押
）／
成
瀬
隼
人
正
正
典（
花
押
）

斎
藤
若
狭
守
様
／
山
科
筑
前
守
様
／
佐
竹
織
部
正
様

（
16
）　
「
成
瀬
隼
人
正
書
状
写　

廣
橋
前
大
納
言
宛　

九
月
十
一
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目

録
」
家
門
篇
三
─
一
六
七
九
七
・
一
六
七
九
八
）。

（
17
）　

文
化
七
年（
一
八
一
〇
）九
月
十
八
日
に
、
維
君
は
袖
留
の
儀
を
行
い
、
同
年
十
二
月
に
基

蒔
絵
調
度
」
は
、「
転
陵
院
様
御
道
具
帳
」
お
よ
び
福
君
の
歿
し
た
翌
年
に
整
理
作
成
さ
れ

た
「
天
保
十
二
丑
年
俊
恭
院
様
御
道
具
帳
」
に
記
録
さ
れ
る（
前
掲
註（
2
）②
参
照
）。

　

吉
川
美
穂
「
俊
恭
院
福
君
の
婚
礼
と
菊
折
枝
蒔
絵
調
度
」（『
金
鯱
叢
書
』
四
五
、
徳
川
黎

明
会
、
二
〇
一
八
年
）。

（
4
）　

維
君
は
、
琴こ

と

姫ひ
め

か
ら
維つ

な

姫ひ
め

、
さ
ら
に
は
維
君
と
改
名
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
煩
雑
を
避

け
る
た
め
、
維
君
の
名
で
統
一
す
る
。

（
5
）　

小
池
富
雄
「
黒
漆
葵
紋
散
牡
丹
唐
草
蒔
絵
調
度
に
つ
い
て
─
近
衛
基
前
夫
人
維
君
の
婚
礼

調
度
─
」（『
金
鯱
叢
書
』
二
〇
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
九
三
年
）。

（
6
）　

柳
田
直
美
「
和
宮（
親
子
内
親
王
）の
婚
礼
道
具
」（『
皇
女
和
宮
─
幕
末
の
朝
廷
と
幕
府
─
』

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
一
九
九
七
年
）。

　

田
嶋
充
子
「
近
世
大
名
の
婚
礼
道
具
─
加
賀
前
田
家
史
料
を
題
材
と
す
る
事
例
研
究
─
」

（『
年
報　

美
術
工
芸
研
究
』
一
〇
、
二
〇
〇
九
年
）。

　

山
崎
会
里
「
近
世
に
お
け
る
将
軍
家
婚
礼
道
具
の
意
匠
に
つ
い
て
～
長
野
県
立
歴
史
館
所

蔵
「
丁
子
唐
草
葵
紋
蒔
絵
調
度
」
の
位
置
付
け
～
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
紀
要
』
一
九
、
二

〇
一
三
年
）。

前
掲
註（
2
）④
野
口
氏
論
文
。

（
7
）　

吉
川
美
穂
「
婚
礼
道
具
と
し
て
の
絵
画
製
作
」（『
葵
』
一
三
二
、
徳
川
美
術
館
、
二
〇
二

四
年
）。

（
8
）　

維
君
の
事
績
は
、
特
に
注
記
が
な
い
場
合
、
基
本
的
に
「
御
系
譜
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫

編
『
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
一
巻　

尾
張
徳
川
家
家
譜
』
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八

八
年
）に
基
づ
く
。

（
9
）　
「
江
戸
御
小
納
戸
日
記
」
文
化
二
年（
一
八
〇
五
）八
月
十
一
日
条（
徳
川
林
政
史
研
究
所

蔵
。
尾
二
─
一
三
六
）に
よ
れ
ば
、
維
君
は
「
御
積
気
」
で
あ
っ
た
。
積
気
は
胸
や
腹
の
差

し
込
む
よ
う
な
激
痛
を
伴
う
病
気
を
い
う
。

（
10
）　

高
橋
あ
け
み
「
大
名
家
の
婚
礼
に
つ
い
て
」（『
大
名
家
の
婚
礼
─
お
姫
さ
ま
の
嫁
入
り
道

具
─
』
仙
台
市
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
11
）　
「
江
戸
御
小
納
戸
日
記
」
文
化
三
年
九
月
九
日
条
、
文
化
四
年
正
月
二
十
一
日
条
、
同
年

三
月
二
十
八
日
条（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
。
尾
二
─
一
三
七
─
一
・
二
）。

（
12
）　
「
文
化
三
丙
寅
年　

尾
州
琴
姫
様　

御
縁
組
往
来
覚　

一　

御
用
部
屋
」（「
陽
明
文
庫
文
書



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二
六

前
の
娘（
常
心
院
）を
養
女
と
す
る
も
の
の
、
同
十
年
七
月
十
三
日
に
娘
は
死
去
し
た
。
同
十

三
年
正
月
二
十
七
日
に
辰
君（
忠
煕
）を
実
子
分
と
す
る（
註（
8
）前
掲
書
）。

（
18
）　

前
掲
註（
3
）拙
稿
。

（
19
）　

書
誌
的
情
報
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
に
よ
る
。

（
20
）　

大
名
の
婚
礼
で
は
、
婚
儀
の
際
に
両
家
の
家
老
の
間
で
貝
桶
渡
し
の
儀
を
行
う
通
例
だ

が
、
近
衛
家
に
嫁
い
だ
維
君
の
婚
礼
で
は
貝
桶
渡
し
の
儀
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
前
掲
註

（
12
）に
よ
る
。

（
21
）　

大
奥
女
中
の
職
名
に
「
御
次
」
が
あ
り
、
道
具
や
献
上
物
の
持
ち
運
び
、
対
面
所
な
ど
の

掃
除
、
召
人
の
斡
旋
な
ど
を
司
る
女
中
を
指
す（
竹
内
誠
・
深
井
雅
海
・
松
尾
美
恵
子
編

『
徳
川
「
大
奥
」
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）が
、
こ
の
場
合
は
単
に
一
段
格
下
の

道
具
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
第
五
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
維
君
が
居
住
し
た
裏

御
殿
に
は
「
御
次
」
と
呼
ば
れ
る
部
屋
が
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
置
か
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た

も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）　
「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」（
家
門
篇
三
─
七
四
七
一
）。

（
23
）　

丈
の
短
い
衣
類
で
、
背
に
主
家
の
紋
所
な
ど
が
染
め
抜
か
れ
て
い
る
。

（
24
）　

婚
礼
道
具
の
服
飾
品
に
つ
い
て
は
、
他
家
と
内
容
的
に
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、「
火
事

装
束
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

北
村
典
子
「
江
戸
後
期
松
代
藩
真
田
家
に
み
る
大
名
の
婚
礼
道
具
～
三
千
姫
・
峯
姫
の
事

例
～
」（『
松
代
』
一
三
、
松
代
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）。

　

佐
々
木
佳
美
「
江
戸
時
代
後
期
平
戸
松
浦
家
に
お
け
る
婚
礼
調
度
と
し
て
の
服
飾
品
」

（『
服
飾
美
学
』
六
二
、
服
飾
美
学
会
、
二
〇
一
六
年
）。

（
25
）　
「
御
手
道
具
」
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
①
～
③
を
参
照
し
た
。

①
小
池
富
雄
「
寛
永
十
六
年
六
月
吉
日 

幸
阿
弥
清
三
郎
良
尚
筆
「
御
手
道
具
蒔
絵
之
御
注

文
」
の
研
究
」（『
金
鯱
叢
書
』
一
六
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
八
九
年
）。

②
堀
内
信
『
南
紀
徳
川
史
』
一
四（
名
著
出
版
、
一
九
七
一
年
）。

③
前
掲
註（
2
）④
野
口
氏
論
文
。

①
十
七
世
紀
の
「
御
手
道
具
蒔
絵
之
御
注
文
」
に
は
、「
御
手
道
具
」
と
し
て
貝
桶
や
三

棚
・
化
粧
道
具
・
文
房
具
・
香
道
具
・
茶
の
湯
道
具
・
遊
戯
具
・
飲
食
器
な
ど
百
十
七
点
、

②
『
南
紀
徳
川
史
』
巻
百
二
十
八
の
「
御
姫
様
方
御
入
輿
御
道
具
帳
」
の
「
御
手
道
具
」
に

は
、
洗
面
具
・
化
粧
道
具
の
類
が
列
記
さ
れ
る
。
③
十
一
代
将
軍
家
斉
の
娘
で
加
賀
前
田
家

に
嫁
い
だ
溶
姫
の
婚
礼
道
具
で
は
、「
手
道
具
」
の
内
訳
は
「
貝
桶
、
簇
絹
張
、
犬
張
子
、

蟇
目
御
弓
、
日
傘
、
筒
守
、
茶
弁
当
、
棚
物
な
ど
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
26
）　

ち
な
み
に
文
化
五
年
二
月
十
一
日
の
婚
礼
に
先
立
ち
、
正
月
廿
日
に
「
長
持
五
十
棹
斗
」

到
着
と
の
記
事（
前
掲
註（
12
）参
照
）が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
本
史
料
の
長
持
の
総
計
七

十
棹
に
比
較
し
て
少
な
い
た
め
、
婚
礼
道
具
は
数
日
に
分
け
て
運
ば
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
27
）　

荒
川
浩
和
・
小
松
大
秀
・
灰
野
昭
郎
「
近
世
大
名
婚
礼
調
度
に
つ
い
て（
上
・
下
）─
近
世

漆
工
藝
基
礎
資
料
の
研
究
─
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
四
一
九
・
四
二
〇
、
東
京
国
立
博
物
館
、

一
九
八
六
年
）。

前
掲
註（
2
）①
灰
野
氏
書
、
④
野
口
氏
論
文
。

（
28
）　

前
掲
註（
25
）①
小
池
氏
論
文
。

（
29
）　

前
掲
註（
10
）高
橋
氏
論
文
。

（
30
）　

前
掲
註（
25
）②
堀
内
氏
書
。

（
31
）　

前
掲
註（
10
）高
橋
氏
論
文
。

（
32
）　

前
掲
註（
10
）高
橋
氏
論
文
。

（
33
）　

前
掲
註（
2
）④
野
口
氏
論
文
・（
6
）山
崎
氏
論
文
。

（
34
）　

前
掲
註（
25
）①
小
池
氏
論
文
。

（
35
）　

清
水
久
兵
衛
作
「
波
月
蒔
絵
硯
箱
」
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵（『
蒔
絵
─
漆
黒
と
黄
金
の
日

本
美
─
』
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
九
五
年
）、
重
要
文
化
財
「
紫
宸
殿
蒔
絵
硯
箱
」
個
人

蔵（『
大
蒔
絵
展
─
漆
と
金
の
千
年
物
語
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
二
二
年
）な
ど
が
あ
る
。

（
36
）　

米
沢
市
上
杉
博
物
館
『
上
杉
家　

葵
の
姫
の
も
の
が
た
り
～
徳
川
家
三
姉
妹
の
守
刀
～
』

（
米
沢
市
上
杉
博
物
館
、
二
〇
一
九
年
）。

（
37
）　

吉
川
美
穂
「
尾
張
徳
川
家
の
姫
と
婚
礼
調
度
」（
前
掲
註（
36
）所
収
）。
拙
稿
で
は
、
底
裏

を
「
薄
梨
子
地
」
と
し
た
が
、「
濃
梨
子
地
」
と
訂
正
し
た
い
。

（
38
）　
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
十
九
、
倹
約
之
部
一
〇
七
五（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）。

（
39
）　

前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
。

（
40
）　
「
口
状
写
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
八
二
三
・
一
六
八
二
四
）。

一
六
八
二
三
・
一
六
八
二
四
は
同
内
容
。

（
41
）　

前
掲
註（
2
）④
野
口
氏
論
文
。
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（
42
）　

松
原
茂
「
奥
絵
師
狩
野
晴
川
院
「
公
用
日
記
」
に
見
る
そ
の
活
動
」（『
東
京
国
立
博
物
館

紀
要
』
一
七
、
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
八
二
年
）。

　

池
田
宏
「
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
に
み
る
諸
相
」（『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』
二
八
、

東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
九
三
年
）。

（
43
）　

西
王
母
の
末
娘
の
玉
巵
で
、
一
弦
の
琴
を
弾
き
、
白
龍
に
乗
っ
て
四
海
を
飛
遊
す
る
姿
で

描
か
れ
る
。
太
真
王
の
妻
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
太
真
王
夫
人
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
44
）　

尾
張
藩
の
絵
師
の
名
前
と
経
歴
に
つ
い
て
は
、
特
に
注
記
が
な
い
場
合
は
尾
張
藩
士
の
家

系
や
系
譜
に
関
す
る
「
藩
士
名
寄
」「
士
林
泝
洄
」
に
基
づ
い
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
尾
張
藩

便
利
帳ver.1　

尾
張
藩 

藩
士
大
全
」（『
名
古
屋
城
下
お
調
べ
帳
』
デ
ジ
タ
ル
版
、
名
古
屋

市
博
物
館
、
二
〇
一
三
年
）を
参
考
に
し
た
。

（
45
）　

前
掲
註（
42
）松
原
氏
論
文
。

（
46
）　

狩
野
永
納
『
本
朝
画
史
』（
延
宝
六
年
〈
一
六
七
八
〉
序
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
）。

　

松
木
寛
「
狩
野
家
の
血
と
力（
一
）～（
四
）名
古
屋
城
障
壁
画
を
中
心
に
」（『
古
美
術
』
八

〇
～
八
三
、
三
彩
新
社
、
一
九
八
六
年
）。

　

松
木
寛
『
御
用
絵
師　

狩
野
派
の
血
と
力
』（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）。

　

武
田
恒
夫
『
狩
野
派
絵
画
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）な
ど
を
参
照
し
た
。

（
47
）　

吉
川
美
穂
「
建
中
寺
蔵 

板
谷
慶
舟
広
当
筆
「
釈
迦
三
尊
・
五
百
羅
漢
図
」
の
製
作
事
情
─

徳
川
宗
睦
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
─
」（『
金
鯱
叢
書
』三
九
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
一
三
年
）。

（
48
）　

初
代
益
信
は
尾
張
家
か
ら
二
十
人
扶
持
を
受
け
、
二
代
洞
春
福
信
と
も
に
尾
張
家
に
出
入

り
が
確
認
さ
れ
る（
薄
田
大
輔
「
尾
張
家
麴
町
屋
敷
御
成
御
殿
の
障
壁
画
に
つ
い
て
─
元
禄

期
の
江
戸
狩
野
派
の
動
向
─
」『
金
鯱
叢
書
』
四
八
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
二
一
年
）。
し
か

し
、
三
代
元
仙
方
信
の
出
入
り
は
管
見
の
限
り
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
49
）　

養
寿
は
、
尾
張
家
の
絵
師
の
今
村
随
学
の
養
子
で
、
寛
政
五
年（
一
七
九
三
）に
御
絵
師

並
、
扶
持
五
人
分
で
召
し
抱
え
ら
れ
、
翌
年
に
御
絵
師
本
役
と
な
る
。

（
50
）　

養
朔
は
、
天
明
七
年（
一
七
八
七
）に
御
絵
師
並
、
扶
持
五
人
分
で
召
し
抱
え
ら
れ
、
寛
政

九
年
に
御
絵
師
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
寛
政
七
年
に
十
一
代
将
軍
家
斉
が
下
総
国
小
金
ヶ
原

で
行
っ
た
鹿
狩
の
様
子
を
描
い
た
「
小
金
ヶ
原
鹿
狩
図
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）が
知
ら
れ
る
。

（
51
）　

養
秋
は
、「
藩
士
名
寄
」
に
は
名
が
な
く
、
経
歴
未
詳
の
画
家
だ
が
、
御
用
絵
師
の
神
谷

秋
山
の
父
で
あ
る
央
秋
と
、「
蒙
古
襲
来
絵
詞（
模
本
）」（
建
中
寺
蔵
）を
手
が
け
た
神
谷
元
秋

と
同
一
人
物
か
、
兄
弟
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
朝
日
美
砂
子
・
作
品

解
説
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
二　

絵
画
』
愛
知
県
、
二
〇
一
一
年
）。

（
52
）　

絵
師
は
専
任
で
は
な
く
、
小
普
請
組
、
御
馬
廻
組
な
ど
を
歴
任
し
、
維
君
の
婚
礼
時
に
は

掃
部
頭
様
御
側
詰
並
、
つ
ま
り
尾
張
家
八
代
宗
勝
六
男
の
松
平
勝
長
の
御
側
詰
の
職
に
あ
っ

た
。

（
53
）　

渓
斎
英
泉
編
『
無
名
翁
随
筆
』（
坂
崎
坦
編
『
日
本
画
論
大
観
』
中
巻
、
ア
ル
ス
、
一
九
二

九
年
）の
「
後
藤
茂
右
衛
門
」
の
項
に
「
川
島
雪
亭（
田
安
侯
の
画
師
也
、雪
舟
の
画
孫
な
り
、

雪
舟
と
少
し
異
な
れ
ど
も
名
手
也
、寛
政
頃
よ
り
天
保
の
今
に
至
て
存
す
、市
ヶ
谷
に
住
す
）」

と
あ
る
。

（
54
）　

名
古
屋
市
博
物
館
編
『
尾
張
の
絵
画
史　

狩
野
派
の
画
人
た
ち
』（
名
古
屋
市
博
物
館
、
一

九
八
七
年
）。

（
55
）　
「
斎
藤
若
狭
守
書
状　

御
用
部
屋
宛　

三
月
四
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門

篇
三
─
一
六
八
二
一
）に
取
り
決
め
の
経
緯
が
記
さ
れ
、「
口
状
写
」（
同
─
一
六
八
二
三
・
一

六
八
二
四
）に
箇
条
書
き
で
取
り
決
め
の
内
容
と
付
札
が
記
さ
れ
る
。「
文
化
三
丙
寅
年　

尾

州
琴
姫
様　

御
縁
組
往
来
覚　

一　

御
用
部
屋
」（
同
─
一
六
七
九
二
）に
は
、
上
記
二
件
の

書
状
が
再
録
さ
れ
る
。

（
56
）　
「
裏
御
殿
」
は
、
大
名
屋
敷
な
ど
で
表
の
政
務
を
行
う
「
表
御
殿
」
に
対
し
て
、
藩
主
の

居
住
空
間
や
女
性
・
子
供
が
過
ご
す
私
的
な
空
間
を
指
す
「
奥
御
殿
」
と
同
義
と
も
捉
え
ら

れ
る
が
、
註（
55
）の
「
斎
藤
若
狭
守
書
状
」
で
は
「
御
守
殿
」
の
造
作
と
の
言
葉
が
あ
る
の

で
、
こ
の
場
合
は
「
御
守
殿
」
に
相
当
す
る
居
住
空
間
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
長
州
毛
利

家
に
も
「
裏
御
殿
」
と
呼
称
す
る
事
例
が
あ
る
。

　

高
屋
麻
里
子
「
萩
藩
江
戸
屋
敷
裏
御
殿
と
長
局
の
変
遷
」（『
東
京
造
形
大
学
研
究
報
』
一

八
、
二
〇
一
七
年
）。

（
57
）　

大
塚
英
二
「
光
友
夫
人
死
去
に
伴
う
公
儀
付
人
の
召
返
し
に
つ
い
て
」（『
徳
川
林
政
史
研

究
所
紀
要
』
二
七
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
九
三
年
）。

　

氷
室
史
子
「
大
名
藩
邸
に
お
け
る
御
守
殿
の
構
造
と
機
能
─
綱
吉
養
女
松
姫
を
中
心
に

─
」（『
お
茶
の
水
史
学
』
四
九
、
読
史
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

　

吉
成
香
澄
「
将
軍
姫
君
の
婚
礼
の
変
遷
と
文
化
期
御
守
殿
入
用
─
尾
張
藩
淑
姫
御
守
殿
を

事
例
と
し
て
─
」（『
学
習
院
史
学
』
四
七
、
二
〇
〇
九
年
）。
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高
橋
あ
け
み
前
掲
註（
2
）③
、
同
『
大
名
家
の
婚
礼
調
度
─
仙
台
伊
達
家
の
場
合
─
』
大

崎
八
幡
宮
、
二
〇
一
五
年
。

（
58
）　
「
中
西
甚
五
兵
衛
書
状　

斎
藤
若
狭
守
宛　

七
月
六
日
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家

門
篇
三
─
一
六
八
五
二
）。

（
59
）　
「
覚
書
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
八
五
四
）。

（
60
）　
「
客
室
貼
付
用
紙
地
色
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
八
三
九
）。
こ

の
文
書
に
は
、
御
座
の
間
以
下
の
部
屋
に
は
、
鳥
子
紙
に
墨
絵
を
付
立
で
描
く
と
の
書
き
込

み
が
あ
る
。

（
61
）　
「
書
状　

四
月
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
一
六
八
三
八
）。

（
62
）　
「
文
化
五
辰
年 

維
姫
様
御
附
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分
類
目
録
」
家
門
篇
三
─
八
二
二
六
）。

（
63
）　
「
正
木
三
蔵
書
状　

立
野
大
和
介
・
木
村
右
京
宛　

正
月
廿
四
日
付
」（「
陽
明
文
庫
文
書
分

類
目
録
」
家
門
篇
三
─
七
六
〇
七
）。

（
64
）　

前
掲
註（
62
）参
照
。

（
65
）　

吉
成
香
澄
「
将
軍
姫
君
の
公
儀
付
人
・
女
中
に
つ
い
て
─
尾
張
藩
主
徳
川
斉
朝
夫
人
淑
姫

の
事
例
か
ら
─
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
紀
要
』、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
一
一
年
）。

（
66
）　

前
掲
註（
2
）②
図
版
番
号
一
二
一
・
一
二
三
～
一
二
五
。

（
67
）　

前
掲
註（
2
）②
図
版
番
号
一
二
二
。

（
68
）　

前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
。

（
69
）　

前
掲
註（
2
）②
図
版
番
号
一
一
八
～
一
二
〇
。

（
70
）　
『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
五　

雛 

ひ
ゐ
な
』（
徳
川
美
術
館
、
一
九
八
九
年
）、
図
版
番
号
九

五
～
一
四
二
。

（
71
）　

前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
。

（
72
）　
「
維
学
心
院
様
御
道
具
書
付
」
五
通（
旧
蓬
左
二
七
─
二
二
二
）。

内
容
と
日
付
か
ら
時
系
列
に
並
べ
る
と
左
記
の
通
り
と
な
る
。

①
天
野
藤
十
郎
・
千
賀
与
八
郎
書
状　

武
野
新
右
衛
門
宛　

十
月
十
日
付
。

②
御
広
敷
御
用
人
書
状（
神
谷
喜
左
衛
門
宛
）十
月
付
、
但
し
、
下
げ
札
は
十
一
月
付
。

③
宛
名
・
宛
所
不
明　

十
一
月
付
。

④
御
広
敷
御
用
人
書
状　

酉（
嘉
永
二
年
）十
二
月
五
日
付
。

⑤
神
谷
喜
左
衛
門
書
状　

十
二
月
付
。

天
野
藤
十
郎
と
千
賀
与
八
郎
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
で
差
扣
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
点
で

は
差
扣
を
解
か
れ
、
無
役
で
あ
っ
た
。
以
下
、
尾
張
藩
士
に
つ
い
て
は
、
尾
張
藩
の
絵
師
の

名
前
と
経
歴
に
つ
い
て
は
、
特
に
注
記
が
な
い
場
合
は
前
掲
註（
44
）「
尾
張
藩
便
利
帳

ver.1　

尾
張
藩 

藩
士
大
全
」
を
参
考
に
し
た
。

（
73
）　

天
保
十
三
年
正
月
十
一
日
か
ら
弘
化
四
年
十
一
月
ま
で
の
維
君
付
の
御
用
役
の
職
に
就
い

て
い
た
。

（
74
）　

弘
化
三
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
翌
四
年
維
君
付
の
御
用
人
の
職
に
就
い
て
い
た
。

（
75
）　

前
掲
註（
5
）小
池
氏
論
文
。

（
76
）　

前
掲
註（
3
）拙
稿
。

（
77
）　

佐
野
静
代
「
近
衛
家
別
邸
「
御
花
畑
」
の
成
立
と
そ
の
政
治
史
上
の
役
割
─
禁
裏
御
用

水
・
桂
宮
家
・
尾
張
藩
・
薩
摩
藩
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
─
」（『
人
文
学
』
二
〇
五
、
同
志

社
大
学
人
文
学
会
、
二
〇
二
〇
年
）。

　

御
花
畑
邸
は
、
現
在
の
京
都
市
上
京
区
森
之
木
町
に
所
在
し
、
後
に
近
衛
家
か
ら
薩
摩
藩

に
貸
し
出
さ
れ
、
薩
摩
藩
家
老
の
小
松
帯
刀
が
使
用
し
、「
薩
長
同
盟
」
が
結
ば
れ
た
場
所

と
し
て
著
名
で
あ
る
。
維
君
の
裏
御
殿
は
、
佐
野
氏
論
文
に
よ
れ
ば
、
近
衛
家
本
邸
の
戌
亥

（
北
西
）隅
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る（
奥
村
得
義
『
松
濤
棹
筆
四
』（『
名
古
屋
叢
書
三
編
九　

松
濤

棹
筆（
鈔
）上
』
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
年
）。
維
君
は
こ
こ
か
ら
天
保
十
三
年

ま
で
に
御
花
畑
邸
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

御
花
畑
邸
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
桐
野
作
人
「
薩
長
同
盟
は
ど
こ
で
結
ば
れ
た
の
か
」

（『
歴
史
読
本
』
二
〇
一
〇
年
三
月
号
）、
中
村
武
生
「
幕
末
期
政
治
的
主
要
人
物
の
京
都
居

所
考
─
土
佐
・
長
州
・
薩
摩
を
中
心
に
」（『
建
築
と
権
力
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
年
）、
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
企
画
展
「
幕
末
薩
摩
外
交
」」（
二
〇

一
六
年
五
月
二
四
日
よ
り
開
催
）で
の
町
田
剛
士
に
よ
る
展
示
説
明
、
原
田
良
子
・
新
出
高

久
「
薩
長
同
盟
締
結
の
地
『
御
花
畑
』
発
見
」（
敬
天
愛
人
三
四
、
二
〇
一
六
年
）に
よ
る
。

（
78
）　

前
掲
註（
77
）佐
野
氏
論
文
。

　

幕
末
に
尾
張
家
十
四
代
慶
勝
に
重
用
さ
れ
、
京
都
留
守
居
役
を
務
め
て
、
尾
張
藩
の
京
都

に
お
け
る
周
旋
活
動
の
多
く
を
担
っ
た
尾
崎
忠
征
は
、
天
保
二
年
か
ら
維
君
の
御
侍
並
と
な

り
、
同
十
四
年
に
は
御
用
役
に
就
い
た
。
ま
た
維
君
の
御
侍
目
付
の
神
谷
克
楨
は
伴
信
友
、

侍
医
の
平
野
広
臣
は
平
田
篤
胤
と
い
っ
た
当
時
一
流
の
学
者
と
の
交
流
が
確
認
さ
れ
る
。



維
君
の
婚
礼
と
婚
礼
道
具

二
九

〔
付
記
〕　
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫 

文
庫
長 

名
和
修
氏
を
は
じ
め
、
米

沢
市
上
杉
博
物
館
・
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
に
は
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
史
料
翻

刻
に
あ
た
っ
て
は
徳
川
美
術
館 

学
藝
部
並
木
昌
史
氏
に
ご
教
示
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し

て
深
謝
い
た
し
ま
す
。

（
徳
川
美
術
館　

学
藝
部 

部
長
代
理
）
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